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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１０月２２日（水）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後２時　４分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安 藤 　 薫  副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 　教育長　箸尾谷知也
教育総務部長　山本和憲　　　総務課長　溝口哲也　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘　同部次長　若狭孝太郎　

同部参事兼こども教育課長　小林寿弘　　学校教育課長　荒木智雄　

同課参事　野本憲宏　　　教育支援課長　撰田裕美

生涯学習部長　宮部善隆　　生涯学習課長　柳瀬哲宏同課長代理　伊部貴雄　

　文化スポーツ課長　辻　稔秀

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　川本勝也 同局書記　長澤佳子

１．審査案件

認定第１号　平成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前９時５８分　開会）

○安藤薫委員長　ただいまから、文教常

任委員会を開会いたします。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名いたします。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

審査を行います。

　質問、大澤委員からお願いいたします。

○大澤千恵子委員　それでは、決算概要

に従いまして質問をさせていただきます。

　それでは８２ページ、民間保育所入所

承諾事業についてでございます。

　こちらの分の病後児保育事業補助金で

ございますけれども、平成２４年度の予

算では２９０万円、決算２４０万円で残

額が５０万円ありました。恐らくこれは

補助金の体系が変わったのだというふう

に思うんですが、平成２５年度は予算２

４０万円、決算２４０万円ということで、

基本分基準額が２００万円の病後児対応

型だというふうに思いますけども、そち

らのほう、ご説明をお願いしたいと思い

ます。

　そして加算分の基準額が、恐らく１０

人以上５０人未満で４０万円の、２４０

万円というふうに思っておりますけれど

も、これに関しまして、この病後児保育

事業の実際の年間利用数と、年齢別を確

認させていただきたいと思います。

　まずそれを１点、お願いしたいと思い

ます。

　そして一時預かり事業補助金でござい

ますが、こちらが約８００万円、それか

ら決算が４７０万円。この一時預かり事

業に関して、予算８００万円を計上して、

決算４７０万円になったという根拠を教

えていただきたいというふうに思います。

　それから、８４ページにまたがります

けれども、保育士等処遇改善臨時特例事

業。こちらは保育士の確保、そして離職

防止を図るために、民間保育所に対して

補助が交付されたということでございま

すけれども、これの具体的に保育所の処

遇改善がなされたのかどうかということ

が実施後に、恐らく実施報告書を提出さ

れていると思いますので、こちらについ

てご説明をお願いしたいと思います。

　続きまして、８４ページ、ファミリー

サポートセンター運営事業でございます。

　これにつきましては、先日、嶋野委員

も南野委員もご質問なさっていたと思う

んですが、今後のファミリーサポートセ

ンター運営事業について、市としてはど

のように考えていらっしゃるかというこ

とをまずお聞かせいただきたいと思いま

す。

　平成２６年３月の文教常任委員会で、

南野委員の質問に対しまして、チラシや

団体のアプローチを行うということをご

答弁いただいておりますが、団体のアプ

ローチに関してはどのように行ってきた

のかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　そして今現在、社会福祉協議会でこの

委託が行われているんですけれども、こ

の委託に関して、先日嶋野委員がおっしゃっ

ていましたけれども、すぐに対応できる

ということが必要になってくるのではな

いかというようなお話です。これに関し

ましては、やはりこの制度を利用される

方というのは、病児、病後、それから子

どもの送り迎え、それから塾などの送り

迎え、こういったことに利用される方が

非常に多いということ。それから、仕事

をなさっている方が、朝起きたときに子

どもが熱を出しているというような状況

の中で、すぐに対応できるのが本来のファ

ミリーサポートとしては有効な活用では

ないかなというふうな思いはあるんです

けれども、現実、朝何時から受け付けを
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されていらっしゃるのか。夕方は何時ぐ

らいまでこれを受け付けを行って対応さ

れているのかということをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、委託料が３３３万２，００

０円という計上をされておりますけれど

も、この委託料に関してどのように費用

的に使われているのかということも合わ

せてお聞かせいただきたいと思います。

　続いて３番目、８４ページ、子ども・

子育て支援事業についてでございます。

　この子ども・子育て支援事業に関しま

しては、子ども・子育て会議委員報酬が

計上されております。子ども・子育て会

議が、平成２５年度には何回行われてい

るのかということをご確認させていただ

きたいのと、それから子ども・子育て支

援事業計画と次世代育成支援行動計画、

この２種類があるというふうに思います

けれども、明確な違いを改めてご説明い

ただきたいと思います。

　続いて、８４ページ、家庭児童相談室

運営事業でございます。

　これに関しましては、家庭児童相談室

の相談件数が５，５２０件ということ。

それから、中でも言語発達障害の相談数

というのが非常に多いということでござ

います。今現在３，５３２件で合計５，

５２０件、それから機関連携１７１件と

いうことでございますけれども、この事

務報告書だけ見ておりますと、言語発達

障害に関して、恐らくＬＤ、ＡＤＨＤ、

それからいわゆる広汎性発達障害、こう

いったものに分類されていると思うんで

すけれども、そちらの分類分けがこの中

になされている現状を把握されているの

かということと、それから機関連携。こ

の言語発達障害及び学習障害に関しまし

ては、国や学校の担任との連絡をとって、

ともに働きかけていくことが必要である

というふうに国も言っておりますけれど

も、これに関しまして機関連携、学校、

保育所など、どういった連携がとれてい

るのかというところをご説明いただきた

いと思います。

　もう一つ、養育支援訪問事業でござい

ますけれども、これに関しまして摂津市

の教育に関する事務の管理及び執行状況

の点検及び評価報告書の中で、子育てア

ドバイザーが非常に役に立っているとい

うことが、この中に記載されています。

子育てアドバイザーの新規でふえている

部分、それから過去からこの子育てアド

バイザーというのは摂津市の中でも行っ

ておりますけれども、多分、昔は訪問を

されてなかったと思うんです。この訪問

に関しては子育てアドバイザーの資格と

いうか、勉強はして資格はもらったけれ

ども、訪問に関してはなかなか行かない

というのが昔から現状だったと思うんで

すが、今の実態としまして、子育てアド

バイザーが何人いらっしゃって、そのう

ち訪問なさっている方が同じ方が行かれ

ているのか、それともその中でもほとん

どの方がこの訪問に行かれているのかと

いうところの現状をお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、８６ページ、日本スポーツ

振興センター負担金、これは保育所のほ

う、それから小学校、中学校、全て日本

スポーツ振興センターの負担金というこ

とで、事務報告書にも給付金と申請件数

が上がっております。これの実際の掛金

に関しまして、市がどれだけ負担をして

いるのかということ。それから、この負

担割合と、それから日本スポーツ振興セ

ンターの掛金は保護者が負担をしている

ということでございますが、学校での取

り扱いについて、ご説明いただきたいと

思います。
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　私が鳥飼小学校でＰＴＡをしていまし

たときには、この日本スポーツ振興セン

ターに関しましては、ＰＴＡから負担を

していた現状があります。ほかの学校で

は、この日本スポーツ振興センターに関

しての掛金はどのようになっているのか

という現状をお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、続いて８８ページ、母子家

庭自立支援給付金事業でございます。

　これに関しましては、母子家庭自立支

援教育訓練給付金、予算計上１０万円、

決算額ゼロ。これに関してのご説明をい

ただきたいということと、それから母子

家庭高等技能訓練促進費。これについて

一般質問でもお話ししましたけれども、

母子家庭の自立支援をしてくださいと、

それに対してのアンケートをとってくだ

さいと。多分、アンケートをとったとい

うことで、前回の議会でご報告をいただ

いております。就労形態の把握が多分で

きていると思いますので、実際、この摂

津市での就労形態についてお聞かせいた

だきたいというふうに思います。

　この母子家庭高等技能訓練促進費に関

して、父子家庭の方、例えば看護師、准

看護師、介護福祉士、それから保育士、

それから理学療法士、作業療法士、歯科

衛生士、こういったことも含めて、この

対象に恐らくなっているんだろうと思う

んですが、これについての父子家庭の割

合もあわせてお聞かせいただきたいと思

います。

　含めて、それに対しての就業につながっ

ているのかというところの後追いができ

ているのかということも含めてお聞かせ

いただけたらと思います。

　それから、８番目、１３４ページ、教

育委員会事業でございます。

　以前の教育長のときから申し上げてい

ましたように、議員との懇談会の希望を

しておりました。なかなか議員との懇談

会は、教育委員さんから必要がないとい

うふうに言われているということをずっ

と何度もお聞きをしておりました。

　ただ、これだけ子どもに対するいろん

な問題がある中で、教育委員会議に私た

ち議員も傍聴に行っております。

　４月１９日、市長との意見交換も、摂

津市の教育に関する事務の管理及び執行

状況の点検及び評価報告書の中でされた

というふうに載っております。教育委員

もかわられましたし、教育長もかわられ

ましたので、本当に議員との意見交換会

を希望されていないのか。それから、ま

た、しようという意思はないのかという

こと、それから、もしそれがないのであ

れば、せめて教育委員の活動の中に議会

の傍聴、もしくは委員会の傍聴、こういっ

たものを何回か入れていただくというこ

とができないものなのかというところを

お答えいただけたらと思います。

　独断で決めるわけにはいきませんので、

また教育委員にもお話しいただかないと

いけないと思いますけども、そのあたり、

教育長としてどのようにお考えなのかと

いうことをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、豊かな人間性をはぐくむ取

組み推進事業でございます。

　国では、この豊かな人間性をはぐくむ

取組み推進事業に関しましては、ものす

ごく幅広い捉え方をされているように思

います。一つは社会奉仕活動、それから

規範意識や社会性を確保する、それから

伝統文化、生命や自然を大切にするとい

うことで宿泊などのキャンプも取り入れ

たりとか、そういったことをしているみ

たいです。

　大阪府では、この豊かな人間性をはぐ
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くむ取組み推進事業ということになりま

すと、道徳教育に関する公開講座を開催

する。そして、教員の授業力とか、学校・

家庭・地域が一体となった取り組みを進

める。それから、自尊感情を高める、こ

ういったことになっていると思います。

　摂津市も、大阪府のこの豊かな人間性

をはぐくむ取組み推進事業に関しては、

こういった形で持ってこられていると思

います。

　今回、この豊かな人間性をはぐくむ取

組み推進事業は、実際にどのようなこと

を行ったのかということを具体的にお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　それから、１５４ページの吹奏楽祭開

催事業でございます。

　これに関しましては、中高校生や一般

の演奏会の開催の活動をされているとい

うことでございますけれども、以前、こ

の吹奏楽に関して楽器の補助が、非常に

大きな金額が出ていたように思います。

この金額が、恐らく１校５００万ぐらい

出ていたのかなというふうに思います。

　この吹奏楽の楽器というのは、劣化も

してきますし、非常に壊れやすいものな

ので、子どもたちの取り扱いも非常に大

変だなというふうに思います。いろんな

ところで楽器を運んで演奏するというこ

とは子どもたちも非常に喜んでいるんだ

ろうなというふうに思っているんですけ

れども、こういった市からこれだけの大

きな補助金を、今後もまた出していただ

くに当たりまして、やはり市内の中のい

ろんな催しに積極的に出ていっていただ

きたいというふうに思っております。実

際に、消防出初め式に来ていただくよう

な要請はしているのかどうか。それから、

中学校の卒業式や入学式でも吹奏楽でい

ろんな演奏をしていると思うんですけれ

ども、そういった取組みは非常に大事だ

というふうに思っております。実際に教

育委員会としては、いろんな楽器の演奏

依頼をかけているのかどうかというとこ

ろ、お聞かせいただけたらと思います。

　それから、１１番目、１５６ページ、

学童保育事業についてでございます。

　この学童保育事業の項目の上にも学童

保育施設維持管理事業ということで、今

回、修繕を行ったり、それから改修など

も行ってきたと思います。

　学童保育に関しては、今後民間委託に

なるのかならないのかというところも含

めて、これから考えていかないといけな

いというふうには思っておりますけれど

も、これはまた、後々皆さんと学童保育

に関してはいろんな協議をしながら、子

ども・子育て会議などでもご相談してい

ただきながら決定していくというふうに

思っているんですけれども、この中で、

学童保育事業は非常に大きなお金が動い

ているわけです。

　平成２１年のせっつすこやか子育てプ

ラン、この中に平成２２、２３、２４、

２５、２６年度の数値目標が出ているん

ですけれども、学童保育の延長をここに

は記載されております。私もほかの議員

も何度も一般質問の中で学童保育の延長

について申し上げてきました。これも学

童保育が民間委託になれば、その辺も解

消できるのかなというふうに思っており

ますけれども、この学童保育の延長に関

しては今後どのように考えていらっしゃ

るのかということもお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、この学童保育の中の学童保育

協議会というところから資料が回ってき

ました。学童保育協議会というところが

どういうところなのかよくわからなかっ

たものですから、その決算概要を見させ

ていただきました。実際、この学童保育
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協議会と摂津市の学童とどういった連携

をとりながら、この中で連携がとれてい

るのか、またとれていないのか。この位

置づけはどうなっているのか。ここをお

聞かせいただけたらと思います。

　それから、こども会育成事業、１５６

ページでございます。

　こども会育成事業に関しましては、中

身を見ていただいたらわかると思います

けれども、こども会活動の育成推進とい

うことで、スポーツ大会がずっと委託で

なされていたり、こういったこども会に

対しての助成だというふうに認識してお

りますけれども、実際、この地域でのこ

ども会の現状というのを市としてはどの

ように把握されているのか。

　それから、こども会の今の推移ですね。

これはもう自治会との関連ももちろんあ

ると思うんですけども、自治会の加入率

が減っている中で、こども会の加入率に

関しましての、それが比例しているのか、

それとももっと減ってきているのか、そ

れともふえているのか。このあたりご説

明いただきたいと思います。

　それから、１４２ページの教職員人権

問題研修事業というのがございます。

　これは平成２５年度の摂津市の教育に

関する事務の管理及び執行状況の点検及

び評価報告書の３０ページに、教職員の

研修が２６回、行われています。校内研

修は８４回、合計１１０回の人権に絡む

研修が行われて、達成度としては１００

％以上、１３７．５％ということです。

自尊感情を高める取り組みが広がってい

る中で、教職員が正しい人権感覚を身に

つけ、様々な人権教育課題の解決に向け、

その指導力の向上を図ることができたと、

この中に書かれてあります。

　さまざまな手法を用いた研修を実施し

て、正しい知識を深める研修をしていく

というような内容で、非常に人権教育に

関して中身の深い研修がとり行われてい

るのだろうというふうに私も思っており

ます。

　これについての内容ですね、どういっ

た取組みをなさっているのか。具体的に

お聞かせいただきたいと思います。

　続いて、摂津ふれあいマラソン大会事

業でございます。１６４ページでござい

ますけれども、この摂津ふれあいマラソ

ン大会ですが、委託料８０万円で、決算

額７１万８，５３５円と計上がなされて

おります。この摂津ふれあいマラソン大

会ですけれども、平成２３年から昨年は

２００人ぐらい参加者が減っているとい

うような現状でございますが、減ったか

らどうというようなお話ではございませ

ん。この摂津ふれあいマラソン大会に関

して、前日の準備だけでも市役所の職員

が非常にたくさん準備をされている。こ

れはあくまでも役所の職員が動くという

ことは、お金がかかっているというふう

に認識をしております。この摂津ふれあ

いマラソンは、実際市役所の職員がいらっ

しゃらないとできないという現状はよく

わかるんですけども、前日の準備は市役

所の職員でやる。当日も決算にあるよう

に、テントの設営など非常に大きなお金

がかかっているというような現実です。

　それから、決算書の中身をみますと、

問題点というか、課題があるとは思うん

ですけれども、これについて摂津市は、

例えばこのふれあいマラソンは摂津市の

中だけでやろうと当初思っていたのか。

それとももっと広く、この摂津市を知っ

ていただくために他市からもたくさんの

方々に来てもらおうというような意向で

これを始められたのか。基本的なところ

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、１５項目、地区市民体育祭
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実施補助事業でございます。

　先日もお天気もよくて、地区市民体育

祭はほとんど全てが開催されたと思うん

ですけども、この地区市民体育祭は基本

ベースの補助金があって、それに対する

自治会の人数に対する補助金がプラスア

ルファして補助金が支給されていると思

うんですけれども、この現状を見ており

ますと非常に人数の格差があるというふ

うに感じております。

　実際、１１地区の地区市民体育祭の補

助金がどれぐらいずつ配分されているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、直接決算とは関係ありませ

んけれども、前回、一般質問の中で私お

話をさせていただいた危機管理マニュア

ルについて、今現状どのようになってい

るのか。

　昨日、アナグマがいたというお話を先

ほどもしておりましたけど、これが例え

ば学校にいたとき、こういったことでい

ろんなところで管理マニュアルが必要に

なってくるのではないかというようなこ

ともお話をさせていただきました。

　１点、不思議に思ったことがありまし

て、先日、鳥飼小学校でセアカゴケグモ

が発生したというような事例がございま

した。子どもが、セアカゴケグモが発生

しましたということでプリントを持って

帰ってきました。子どもに聞いたら、セ

アカゴケグモが出た。どんなもんやった

と聞いたら見ていないというんです。誰

も子どもたちは見ていなかったみたいで、

校長先生にセアカゴケグモが出たんです

ねとお聞きをしたら、校長先生がセアカ

ゴケグモらしいですというお話だったん

です。セアカゴケグモらしいというのは、

これを確認する機関というのは、らしい

でプリントが配布されたのか、それとも

セアカゴケグモを誰かが見て、セアカゴ

ケグモが出たという、うわさだけでその

プリントが配布されているのか。このあ

たりが非常に不明だと思ったんです。

　危機管理マニュアルを細かくやらない

といけないので、追加、追加でどんどん

つくっていかないといけないということ

で、この前の一般質問の答弁でもいただ

いたんですけども、今の危機管理マニュ

アルの状況と、それから先ほど言いまし

た、何かが発生したときにどういう連携

でそういったプリントが出されているの

かというところも合わせてお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、最後なんですけども、修学

旅行については、今までの文教常任委員

会でも何度も行き先を含め、それから業

者のことも含め、いろいろやってきたと

思います。

　今回、修学旅行の行程についてという

ことで、ここで触れさせていただきたい

と思いますけれども、先日、この修学旅

行の行程について、保護者の方や、つい

てこられたおじいちゃん、おばあちゃん

から質問を受けました。というのは広島

に行くのに学校から新大阪までバスを乗っ

ていったという状況でございます。新大

阪から広島まで子どもたちは新幹線に乗

りました。で、その新大阪まで送っていっ

たバスが子どもたちの荷物を積んで、そ

のまま空の状態で広島に行ったというよ

うな状況です。学校でもご説明はあった

と思うんですが、保護者の方たちは何で

空でバスが走るのというような疑問を持

たれました。中には保護者の方で、荷物

だけ持っていってくれるからラッキーや、

という保護者の方もいたのも現実です。

けれども、費用的に、本当にバスがそこ

まで行くのと、それから広島まで運ぶの

と、バスの料金が同じだからそうしたの

か、それとも逆に高くついているのか。
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そのあたりも含めて学校にご確認いただ

いていると思いますので、ご答弁いただ

きたいと思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　それでは答弁を求めま

す。

　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　それでは、こ

ども教育課にかかわりますご質問にご答

弁申し上げます。

　まず初めに、民間保育所入所承諾事業

の病後児保育に関する件でございます。

　病後児保育につきましては、次世代育

成支援行動計画にも掲載しておりますけ

れども、そのうちの保育サービスの充実

の一つとして、病気回復中の子どもさん、

児童を一時的に受け入れまして、病気の

早期回復、また保護者の子育てと就労を

支援する。こういった目的で実施をして

おるところでございます。

　現在、受け入れ施設は認可保育園１園

で、保育士に加え看護師１名の方を配置

していただき、専用のお部屋で１日につ

き２名まで受け入れをしていただいてい

るところでございます。

　利用対象については、在園児だけでは

なく、他園の在園児の方もご利用いただ

いている制度でございます。

　平成２５年度実績は１か所でございま

すけれども、延べ１７人の方にご利用い

ただきました。年齢別の利用人数はゼロ

歳児の方が２人、１歳児の方が１３人、

５歳児の方が２人ということで、ゼロ歳

児と１歳児の方が中心となったご利用に

なっているところでございます。

　それと施設への補助の分でございます

けれども、委員おっしゃいますように、

補助については基本分２００万円に加算

分を４０万円足した金額として支出して

おります。加算につきましては利用人数

に応じた設定区分の中での支出でござい

ます。

　次に、一時預かり事業の予算に対する

決算の対比の部分でございますけれども、

一時預かり事業についても保護者の就労

形態の多様化、こういったものに伴いま

す一時的な保育需要、また保護者の疾病

等による緊急かつ短期的な保育需要に対

応するために行っているところでござい

ます。これによって保護者の心理的、肉

体的負担なども解消できるようになるか

と考えております。

　現在、公立保育所１か所、私立保育所

７か所実施しておりますけども、当初予

算組みのときに民間保育園７か所、それ

ぞれの利用実績等も踏まえまして、その

利用見込みの人数の階層によりまして階

層金額が決まっております。その階層金

額に対して支出金額を予定しておりまし

たけれども、実際利用される方が少なく

なったということもあり、補助対象階層

が変わったといったことによりまして、

８０８万円の予算に対し、４７６万円と

いうことで、実績を出させていただいて

おります。

　次に、保育士等処遇改善臨時特例事業

で、保育士の処遇改善がなされたのかと

いうことでございますけれども、これは

平成２５年度の第３回定例会で補正予算

を上げさせていただいたものでございま

す。国の保育士等処遇改善臨時特例事業

に基づきまして市でも取り組みました。

　保育士さんの処遇改善に取り組む、保

育所への援助施策として、保育所運営費

とは別に補助金を交付して、保育士さん

の処遇を改善していただきたいといった

ものでございます。

　２５年度に保育士さんにお渡ししてい

ただいたことによりまして、給与面での

改善になるんですけれども、こういった
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ことで保育士さんの、以前から当然意欲

は持っておられますけれども、さらなる

意欲の向上であったり、生活の支援につ

ながっているといったことで、それが間

接的ではありますけれども、子どもたち

の保育へのいい影響につながっていった

のではないかと考えております。

　実際、実績ベースで見ますと平成２５

年度保育士さんへの賃金の改善額は、常

勤保育士さんで月額約９，０００円程度

の増が図られておりますので、一定効果

がある制度ではないかと考えております。

　次に、子ども・子育て支援事業の件で

ございますけれども、平成２５年度の会

議開催回数は５回開催いたしました。

　それと次世代育成支援後期行動計画と

の関係でございますけれども、次世代育

成支援後期行動計画は、平成２２年から

２６年度までの５期の計画ということで、

前期の計画を引き継ぐ計画として今進行

しておるところでございます。今年度で

次世代育成支援行動計画が終わります。

子ども・子育て支援事業計画については、

その次世代の計画を継承するものとして、

私どもは考えております。

　子ども・子育て支援事業計画について

は、基本的に子育て支援等を中心とした

部分、保育・教育に対するニーズ量に対

する供給体制、こういったものが中心に

なろうかとは思いますけれども、次世代

の中で取り組んできた子ども・子育てに

かかわる、直接的な保育、教育環境の部

分以外のソフト面ですね。道路環境整備

であったり、保健事業であったり、そう

いったものも次世代のほうで盛り込んで

おりますので、次世代育成支援後期行動

計画の成果と課題を踏まえて、子ども・

子育て支援事業計画に反映させていきた

いと考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　学校教育課に関す

る点についてご答弁申し上げます。

　豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事

業でございますが、昨年度は第三中学校

区で実施いたしました。

　講演会につきましては、本市にもいろ

いろ支援をいただいていますスクールソー

シャルワーカーのスーパーバイザー西野

氏をお招きして、「複数で見守る子ども

支援システム」というテーマでございま

した。初めに第三中学校の生徒指導担当

等による三中校区の子どもたちの実態の

報告をいたしまして、基本的な生活習慣

が十分についていなかったり、公徳心で

すとか、規範意識に不十分な面が見られ

るというような話、話題提供から、いろ

んな立場の教職員、保護者、地域の方々、

いろんな立場でどういうふうに子どもに

接して支援していくかという、そのよう

なテーマで講演を行いました。

　また、道徳教育は日常生活ですとか、

体験活動等通じて全ての学校教育活動で

行いますけれども、特に道徳の時間、週

１時間ございますが、道徳の時間につい

ての授業の指導方法の研修を行っており

ます。

　昨年度は、三中校区の２つの小学校と

１つの中学校で校内研修を行いました。

　今年度は、この事業はさらに３つの中

学校区で受けておりますので、市教委と

しての道徳教育の研修におきましても、

それを意識して、春には講師の方を招い

て、ことしから国から発行されておりま

す「私たちの道徳」という副読本の中の

資料を活用した研修を行いました。

　夏休みも同じく、道徳の資料、読み物

資料を使って心を育む、子どもたちの心

を耕すような指導ということで研修を行

いました。
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　また、大阪府の教育委員会が心の再生

府民運動と絡めた「大切な心を見つめ直

して」という副読本を発行しております

ので、その中の資料を使ってどのように

指導するかの指導方法について、今、市

教委と府教委と連携しながら、その指導

方法の研究を進めております。そこで府

のワーキングチームもございますけれど

も、本市の教職員でも幾つか共同で研究

授業を行っておるところでございます。

　あと自尊感情を高めるような取り組み

等につきましては、既存のいろんなあい

さつ運動や地域清掃活動ですとか、そう

いうことを絡めておりますけれども、こ

の事業に当たりまして、さらにより意識

して充実させるように取り組んでおると

いう現状でございます。

　続きまして、教職員人権問題研修事業

につきましてですけれども、人権問題に

つきましては、この摂津市の教育に関す

る事務の管理及び執行状況の点検及び評

価報告書にもございますけれども、多岐

にわたった課題がございます。

　その中からいろいろ重要なテーマとい

うことで取り組んでおりますが、いろん

な自尊感情を高めるような体験、ワーク

ショップ的な、例えば、先日もありまし

たファシリテーション養成と申しますか、

暴力に頼らないようなコミュニケーショ

ンのとり方ですとか、人間関係をいかに

つくるかというようなプログラム、ある

いは自尊感情を高めるということに関し

て言いますと、小学校ではいろんな言い

方があるんですけども、いいところ探し、

いろんな友達のいいところをお互いに報

告し合うような取り組みですとか、その

ようなことをどういうふうに行っていく

かというような研修です。

　あと支援教育コーディネーター研修等

も行っておりますけれども、そのコーディ

ネーターのみにとどまらず、支援学級の

担任以外の教員も積極的に参加するよう

にいたしております。と申しますのは、

今「ユニバーサルデザイン」とか「ユニ

バーサルな」というのがすごく重要なキー

ワードになっておりますけれども、支援

学級に在籍しているしていないにかかわ

らず、全ての子どもたちにわかりやすい、

そういうような対応をどうするかという

研修を積極的に、学校教育課と教育支援

課が連携して行っておるところでござい

ます。

　それによりまして、子どもたちにわか

りやすい、例えば声かけの仕方でありま

すとか、その指導方法、あるいは教室の

掲示物をどのように整理するかとか、そ

ういう発達に障害がある子、ない子を含

めて全ての子どもにわかりやすい、自尊

感情を高めるような指導方法はどういう

ものかを中心に、力を入れて取り組んで

おるところでございます。

　続きまして、危機管理マニュアルにつ

いてご質問がございました。

　危機管理マニュアルにつきましては、

火災、防災等はございますし、不審者の

侵入に対しましては全校できています。

その他、食物アレルギー等含めましてさ

まざまな危機がございまして、いじめの

防止、いじめ、体罰含めまして学校は持っ

ておりますけれども、実際の細かいマニュ

アルについては、今、一つずつ更新して

おる最中ということでございます。

　学校から配布されるプリントにつきま

しては、常にいろいろ起こりましたら市

教委に報告がございます。また、関係機

関からいろんな連絡が来ることもござい

ます。関係機関や学校と市教委は相談し

ながらプリント配布について協議をした

上で配布をしておるというところでござ

います。
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　プリントの内容等につきましては相談

することもありますが、市が統一で出す

もの以外は、学校ごとに作成して出して

おるというところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　最後のご質問

の修学旅行の日程の件でございますが、

学校に確認いたしましたところ、バスを

押さえるのは１日単位であるといったと

ころから、学校から新大阪まで、それか

ら広島に着いてから現地で借り切ったバ

ス、これを同一のバスで利用していると

いう回答でございました。

　あわせて、バスとＪＲの併用の件です。

最初からバスで行ってバスで帰ってくれ

ば、さらにＪＲを利用しない分安くなる

のではないかといった疑問が生じますが、

それは確かにそのとおりでございまして、

業者選定のときにもその説明はあったと

のことです。業者による小学校の実態と

しましては、バスとＪＲの併用が６割か

ら７割、バスでの往復がその残りとのこ

とでした。値段的にはバスで往復したほ

うが交通費は安くなるのに、なぜバスと

ＪＲの併用をしているのかというあたり

も問い合わせいたしましたが、学校の回

答は、１日目の時程です。特に現地での

予約しているプログラム等に支障を来さ

ない。それからバスだけで行った場合、

到着後のスケジュールがタイトになる。

それから、長時間になる可能性があるの

で１日目から児童の負担を考えた場合。

この３点で、バスとＪＲの併用に決定し

たとの回答でございました。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　６番目にご質問いただ

きました、日本スポーツ振興センター負

担金についてのご質問にご答弁させてい

ただきます。

　日本スポーツ振興センターが主催して

おります災害共済給付制度につきまして

は、幼稚園、保育所、小学校、中学校の

管理下におきまして、児童、生徒、幼児

の方に災害が発生した際に給付金をお支

払いさせていただく互助、共済制度となっ

ております。

　掛金についてのご質問でございますけ

れども、小学校、中学校の義務教育機関

につきましては、保険料が９２０円と定

められておりまして、そのうちの保護者

の負担金につきましては日本スポーツ振

興センター法施行令において定められて

おりまして、５割の４６０円を負担して

いただいております。

　幼稚園につきましては、保険料が２７

０円となっておりまして、そのうちの約

７割５分の金額を負担していただいてお

ります。こちらにつきましても、申しま

した施行令におきまして、保護者負担に

つきましては６割から９割の間で、市町

村で定めるということになっております

ので、そのような額を設定させていただ

いております。

　また、保育所につきましては、保険料

が３５０円となっておりまして、そのう

ち先ほど申しました、６割から９割の範

囲内の７割で設定をさせていただいてお

るものでございます。

　次に、掛金の学校での取り扱いについ

てのご質問でございますけれども、いわ

ゆる学校徴収金についてということで、

ＰＴＡ会費から徴収している学校があっ

たというような情報を今いただきました

けれども、ＰＴＡ会費から日本スポーツ

振興センターの掛金を徴収している学校

が、小学校において４校あるということ

を確認しております。

　学校徴収金につきましては、学校にお
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いて保護者への説明責任が当然発生する

ということで、ＰＴＡ会費から徴収して

いる学校につきましては、総会時におい

て決算報告の場でそのような説明を保護

者の方に対してさせていただいておると

いうことを、学校から確認をしておりま

す。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁申し上げ

ます。

　まず最初に、ファミリーサポートセン

ター運営事業についてでございます。

　ご質問のありましたチラシや団体への

アプローチで、どのような団体へアプロー

チをしたのかというご質問がございまし

たけれども、実施団体からいただいてお

りますのは子育て支援団体さんにアプロー

チをしているということでお聞きしてお

ります。具体的な名称等はお聞きしてお

りませんので、また確認をさせてもらい

たいと考えております。

　それから、急な需要、ニーズがあるの

ではないかということでの受付時間のこ

とでございましたけれども、社会福祉協

議会の時間で運営していただいておりま

すので、月曜日から金曜日の朝９時から

夕方５時１５分で受け付けをしておりま

す。

　ただ、２回目以降の利用につきまして

は、当事者同士、利用会員と援助会員と

でお話をしていただいて、実際には利用

していただいているとお聞きしておりま

す。

　それから、委託料の内訳についてでご

ざいますけれども、ファミリーサポート

センター運営委託料３２０万５円という

決算額になっておりますけれども、この

うち人件費に係る費用が２９２万４，６

７１円。あと主なもので言いますと、通

信運搬費が９万８，２１４円。損害保険

料が８万３００円。研修謝金が２万円な

どとなっております。

　次に、母子家庭自立支援給付金事業に

ついてご答弁申し上げます。

　教育訓練給付金の決算額がゼロになっ

ているというご質問でございました。

　教育訓練給付金につきましては、教育

訓練講座を受講する母子家庭の母に対し

給付金を支給いたしまして、能力開発の

取り組みを支援し、技術の促進を図るた

めに実施している事業でございます。

　当初予算では３０万円ということで、

３人掛ける１人１０万円ということで予

算組みをしておりましたけれども、その

後３月議会で補正をさせていただきまし

て、年額で１０万円という形にさせても

らっております。

　最終的にはその後も利用がなく、ゼロ

という結果になっているものでございま

す。

　それから、同じくその母子自立支援の

関係で、アンケートの結果の中での就労

形態というご質問でございました。

　現在、単純集計で雇用形態といたしま

して一番多かったのは、パート、アルバ

イトの方が約４６％となっております。

次に正社員で約３０％。次に派遣社員で

約７％などとなっております。

　父子家庭の方ですけれども、全体の回

答者のうち３６人、４．７％の方が父子

家庭の方でございました。

　ただ、単純集計の状況でございますの

で、その雇用形態等、また人数の把握等

は母子、父子に分けてまではできており

ませんので改めて集計をさせていただき

たいと考えております。

　それと母子自立支援で就業につながっ

た方というご質問がございましたけれど
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も、私どもで集計できておりますのが、

給付金事業の中で件数の多い高等技能訓

練促進給付金。こちらで平成２１年度以

降の集計をさせてもらったところ、今ま

でに修了された方で、７件のうち６件ま

でがこの資格を生かした職業におつきに

なっておられるということになっており

ます。１件の方につきましては就業され

ておられますけれども、家業の自営の職

業につかれたということでお聞きしてお

ります。

　それから、学童保育の事業につきまし

てご答弁申し上げます。

　学童保育の延長についての考え方とい

うことで、改めてご質問をいただいてお

ります。これまでもご答弁申しておりま

すように、延長部分というのが必要であ

るということは認識しているところでご

ざいます。

　ただ、その中で今後の実施の方向性と

いたしましては、第５次行政改革実施計

画におきまして、民営化や民間委託の推

進という項目がございますけれども、そ

の中で学童保育室の委託という項目を設

けまして、その方向性といたしまして延

長保育等のサービス向上を進める検討を

行い、費用面・サービス面を分析し、学

童保育室の運営を順次委託しますと記載

させてもらっております。

　今年度、２６年度、それから平成２７

年度の２年間で検討を行って、まとめて

まいりたいというふうに考えております。

　それから、保護者会、協議会のご質問

でございます。

　摂津市の学童保育室の保護者の方では、

任意の団体といたしまして摂津市学童保

育連絡協議会を組織されて運営をされて

おられるところでございます。各ホーム

の代表の方が集まって役員を構成し、運

営をされているということでお聞きして

おります。

　父母の交流でありますとか、いろんな

行事の開催、それから市との懇談、それ

から他市の同様の団体さんとの交流など

をされているということでお聞きしてお

ります。

　市との連携ということでございますけ

れども、さまざまなご意見を懇談会の場

でお伺いして、要望等をお聞きしている

状況でございます。

　家庭児童相談室に係るご質問は、後で

ご答弁させていただきます。

○安藤薫委員長　後ほどということで、

ほかの答弁求めておきます。

　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　それでは文化ス

ポーツ課にかかわります、ふれあいマラ

ソンのご質問に対してお答えいたします。

　ふれあいマラソンの趣旨でございます

が、委員おっしゃいますとおり、その目

的とすることは１つではございません。

ふれあいマラソンは平成２１年度実施分

までは三島地区に在住しておられること

が要件となっておりましたけれども、平

成２２年度からは三島地区にお住まいの

方という在住要件を撤廃させていただき

まして、現在は市内、市外を問わず、広

くご参加いただける大会として実施して

おるところでございます。

　マラソン大会につきましては、他市で

実施されているものを見ましても、市内、

市外を問わず、大勢の方に参加いただけ

るものがほとんどであります。本市にお

きましても、市外の人から数多くのご参

加をいただくことによりまして、イベン

トを通じて市の名前と魅力を発信するこ

とがいかにしてできるかというのも大き

なテーマの一つであります。

　近年、健康志向の高まりといいますも

のは目をみはるものがございます。早朝、
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夕方には河川敷をジョギングやウオーキ

ング等々される方の姿も多く目にいたし

ます。そういった方々の関心を摂津市に

寄せていただきながら、どうしたらもっ

とたくさんの方にご参加いただけるか。

どうしたらマラソン大会を通じて摂津市

のブランドでありますとか、どうしたら

マラソン大会を通じて摂津市の存在感そ

のものをアピールできるかというのがか

なり重要な部分であると考えております。

　続きまして、地区市民体育祭の補助金

の配分に関するご質問についてでござい

ます。

　例年、地区市民体育祭の補助金につき

ましては、予算要求の関係から、前年の

７月末現在の各地区ごとの人口をもとに

算出させていただいております。その人

口割の変動費と固定費。固定費につきま

しては３８万７，０００円でございます

けれども、それを合わせた金額を補助金

額とさせていただいております。

　委員、おっしゃいますように、各地区

ごとにお住まいの人数というのは非常に

ばらつきがございます。一番少ないとこ

ろで２，７６４人、一番多いところでは

１万１，７０５人ということでございま

した。補助金額につきましては、少ない

ところで４６万１，０００円、多いとこ

ろで７０万３，０００円となっておりま

して、各地区の平均金額で申し上げます

と、５９万３，５４５円となっておりま

す。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、こども

会に関しますご質問のご答弁をさせてい

ただきます。

　こども会におきましては、こども会を

通じて社会の一員として必要な知識や技

能、態度を学んでいただき、地域社会で

異なった年齢の子どもたちと触れ合う中

で家庭や学校では得られない貴重な経験

をし知恵を身につけていくものであり、

行政といたしましても、青少年の健全育

成の観点から推進、支援を図る必要があ

るものと考えております。

　加入率等の経緯でございますが、こど

も会は昭和５０年代後半にピークを迎え

ております。昭和５９年度の数字でござ

いますが、そのときの小学生数全体は９，

８６２名、こども会育成連絡協議会加入

こども会会員におきましては９，６４６

名ということで、加入率９７．８％、ほ

ぼ１００％に近い数字がございました。

ここから平成５年度におきましては加入

率８０．２％、平成１５年度におきまし

ては加入率６１．３％と減少いたしまし

て、平成２５年度におきましては、小学

生数全体が４，５５７名のうちこども会

育成連絡協議会加入こども会会員におき

ましては２，２２３名、加入率は４８．

８％と５割を切る、また昭和５９年と比

較しまして約半減という状況となってお

ります。

　また、自治会におきましては、少し過

去のデータを持ち合わせておらないので

すが、平成１５年度の加入率は７６．６

％、平成２５年度の加入率は６２％と、

こども会と自治会が連動して減少してい

るものと考えております。

　こども会は若年世代が中心でありまし

て、また数年で加入者が全て入れかわり

ますために、自治会加入率よりもより減

少傾向が鮮明化しているものと考えてお

ります。

　地域における現状でございますが、子

どもの人数そのものが減ってきているこ

とによりますボリュームメリットの低下、

また、そのことによって、こども会その

ものが解散するケースや隣接するこども
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会と合併するケース、またこども会は存

続していますが、こども会育成連絡協議

会に加入しない団体など、さまざまなケー

スがございます。

　また、子どもにおきましても、習い事

やスポーツ活動、塾など、こども会活動

以外で多忙な状況となっておりまして、

こども会の活動に参加できないことや、

各家庭の事情により役員のなり手が少な

くなっていること、またそのことにより、

役員の負担が大きくなってきていること

など、こども会に加入しないという選択

をされる方がふえてきているものと考え

ております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　すみません。先

ほどの文化スポーツ課にかかわります、

ふれあいマラソン大会のご答弁の中で、

一部、訂正をさせていただきたいと思い

ます。

　平成２１年度までは三島地区の在住要

件であると申し上げましたが、それより

も前に平成１９年度までは市内在住・在

学・在勤に限定しておりました。

　おわびして訂正いたします。申しわけ

ございません。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、吹奏

楽についてご答弁を申し上げます。

　委員ご指摘のとおり平成２３年度予算

で、各中学校平均しまして５００万円弱

程度の予算を措置いたしまして、楽器の

購入を行っております。

　そのときにつきましては、学校はもち

ろんのこと、部活動関係者にとりまして

も、今までの自分たちの活動を高く評価

していただいたと喜んでおりましたし、

これからの活動に対しても期待されてい

るというような形での認識は十分に持っ

ていただいていると思っております。実

際それ以降、市の主催行事を初めとしま

したさまざまな行事に参加をしていただ

いておりまして、行事主催者はもとより、

参加されておられる生徒らも楽しみ、見

学されておられる市民の方からも、非常

に高く評価をされ、喜んでいただいてい

るというふうに考えております。

　今後につきましても、あくまで学校生

活の支障のない限りということにはなり

ますけれども、今、委員のご指摘のあり

ましたさまざまな行事につきましても、

教育委員会としまして、その一部活動に

対する指導ということはなかなか難しい

面もございますけれども、これまでの取

り組みを踏まえまして、そういった認識

の下に、今まで以上に積極的に参加して

いただけるよう、対応なり、あるいは働

きかけをしてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、家庭

児童相談室運営事業についてのご質問に

ご答弁申し上げます。

　家庭児童相談室につきましては、家庭

におけるさまざまな子どもさんの悩みや

不安に対して相談に乗り、専門の臨床心

理士などが相談に応じているところでご

ざいます。場合によっては他機関に連携

をして、つなぎの対応をしてきておると

ころでございます。

　平成２５年度におきましては、５，５

２０件の相談を受けてきたところでござ

います。このうち、言語発達障害につい

て内訳というご質問でございましたけれ

ども、現在のところ、分類についてははっ

きりしたデータがございません。大変申

しわけないんですけれども、もしわかれ

ば、またご案内させていただきたいと考

えております。
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　また、機関連携ということでご質問が

ございましたけれども、先ほども申しま

したとおり、必要な場合は児童発達支援

センターやそのほか関係機関につなぐな

どの対応をしてきております。また、所

属であります学校、保育所などとも連携

し、対応してきておるところでございま

す。

　次に、養育支援訪問事業についてのご

質問に、ご答弁申し上げます。

　子育てアドバイザーの実情ということ

でのご質問でございました。

　子育てアドバイザーは、さまざまな支

援が必要と思われる方に対し、登録をい

ただいて、一定の研修を受けていただい

た方を派遣し、相談などに乗っていただ

くものでございます。

　平成２５年度は９名の子育てアドバイ

ザーに派遣をお願いし、相談に乗ってい

ただいたところでございます。２５年度

末で登録をいただいている方は６７名と

なっております。また、新しく登録いた

だくということで毎年ご案内をしており、

２５年度につきましては、５人の方に新

規にご登録をいただいたところでござい

ます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　何点か、補足をさ

せていただきます。

　まず、ファミリーサポートセンターの

受付時間ということでございますが、受

け付けとしては社会福祉協議会の業務中

の時間でございますが、ファミリーサポー

トセンターの事業は、援助会員と依頼会

員、そこのところで子どもさんを含めた、

まず人間関係をおつくりいただいてから

支援がスタートするということでござい

ますので、人間関係、お子さんと支援側

がもう顔見知りになっておられて、そう

いうことができているようであれば、緊

急な対応も可能になってくるということ

でございますので、必ずしもその時間の

み受け付けするということではないとい

うことをご理解いただきたいと思います。

　それと、養育支援訪問事業でございま

すけれども、ボランティアというような

方にご依頼をしております。余り過度な

負担もかけてはいけないということで、

家庭児童相談室は考えております。

　この事業につきましても、訪問する側、

訪問される一般ご家庭、人間関係をおつ

くりいただいてから訪問がスタートする

ということでございますので、その辺の

中で、訪問する側は家庭児童相談室を含

めたカンファレンスの中で十分協議をし

て、方向性を一定、定めた段階で一般ご

家庭に入っていくということでございま

すので、その辺もご理解をいただきます

よう、よろしくお願いします。

○安藤薫委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　教育委員と文教常任委
員の先生方との懇談会の件についてお答

えしたいと思います。

　昨年でしたか、教育委員会から文教常

任委員さんの方々に事象報告をさせてい

ただいた際に、そういうお話を頂戴した

というふうに思います。戻りまして、教

育委員全員と話をしました。以前にもそ

ういうご要望をいただいていたというこ

とでしたけれども、成立していなかった。

ただ、それから私も含めて３名の委員が

かわりましたので、再度、議論をさせて

いただきました。

　結論から申しますと、教育委員会を代

表して教育長に本会議、あるいは委員会

に出ていただいているので、そちらのほ

うで対応はお願いしたいということでご

ざいました。

　ただ、二元代表制の下、教育行政に対

－16－



する議会のチェック機能の重要性という

のは認識しておりますし、これまでから

も本会議や委員会での内容について、必

要に応じて、私から教育委員の皆さん方

には説明等はさせていただいておりまし

たけれども、今、新たに、本会議や委員

会の傍聴をというようなご提案をいただ

きましたので、その件についてはもう一

度改めて、傍聴という形でどうかという

ことで、また教育委員さんの方々と話を

したいというふうに思います。

○安藤薫委員長　２回目、大澤委員。

○大澤千恵子委員　一つ目の民間保育所

入所承諾事業の病後児保育事業補助金、

また一時預かり事業補助金についてでご

ざいますけれども、今現在、稼働率向上

のために医療機関との連携を評価すると

いうような通達が、多分来ていると思う

んです。実際、この民間保育所入所承諾

事業の中の病後児保育というのは、働く

お母さんたちにとっては、非常に重要だ

と思います。正社員で働く、パートにし

ても病児、病後の子どもを抱えたお母さ

んたちが働くというようなところで、こ

こは切って切り離せないところだと思い

ます。

　市内で今、１か所の受け入れ態勢をし

ていただいておりますけれども、この補

助金のほかに、体調不良児の対応型とい

うのが多分あると思うんです。これに関

して言うと、看護師２名以上で体調不良

児の看護を担当する、医務室が設けられ

ている、認定こども園でもいけるという

ような条件があるんですけれども、今、

市内１か所でこれを受け入れさせていた

だいて、なかなかキャンセルなどもある

ので利用数が上がらないという現状もよ

くよくわかっているんですけれども、こ

の体調不良児の対応型、認定こども園の

中でも方向性としては考えていかれると

いうことはないのかということも含めて、

ご答弁いただきたい。

　それから、一時預かり事業に関してで

ございますけれども、１か所と７か所で

決算額４７０万円なんですけれど、これ

に対しての何か周知とか、そういった努

力を実際されているのかどうかというと

ころ、お聞かせいただきたいと思います。

　それと、保育士等処遇改善なんですが、

処遇改善をしたことによって、この保育

士が今、非常に足らない状況だというふ

うにお聞きしております。子育て支援制

度に関しまして、新たに制度が変わりま

すので、そういったところで待機児童を

解消するためにも、保育士がさらに必要

になってくるんではないかなというふう

に思います。この処遇改善が、その保育

士の採用に一応規定はありますので、何

年か働いて、その処遇改善に該当すると

思うんですけれども、頑張れば上がるん

だというようなところの部分で、保育士

を引き込むことができるような、何かＰ

Ｒみたいなことを保育園はされているの

かという現状をお聞かせいただきたいと

思います。

　それと、ファミリーサポート運営事業

に関しましてご説明いただきました。今

現在、社会福祉協議会に委託をされてお

りますけれども、提供会員なども含め、

即効性のある対応も含めて民間のＮＰＯ

に委託をしていっているところもあると

思うんです。この摂津市では同じような

事業をやっているＮＰＯがあるんですが、

そこの連携はどのようにとられているの

か。また、とられていないのであれば、

今後、どのように考えられているのかと

いうところも含めてお聞かせいただきた

いと思います。

　提供会員、依頼会員はもちろんふえて

いくと思うんですけれども、この提供会
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員がふえていない要因の一つとして、市

としては何が一番原因であると考えてい

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、子ども・子育て支援事業で

ございます。

　これに関しましては、子ども・子育て

会議等で仕組みも若干変わっております

ので、こういった行動計画、事業計画か

ら今度は行動計画に引き継いでいくとい

うことでございますので、内容はしっか

りと精査して、今後策定していただきた

いなというふうに思いますし、中身をも

う少し、きっちりと詰めていかないとい

けない部分も出てくると思います。今現

在、委託料でされている部分にプラスア

ルファを考えていかないといけないと思

いますので、よろしくお願いします。

　続いて、家庭児童相談室運営事業でご

ざいます。先ほど、データがないという

ことでおっしゃっておりました。学校と

の連携をとるに当たって、例えば、ＬＤ

だと学習ですよね。これ、まさに学校と

連携しながら、この学習の部分をフォロー

しなければいけない、先生方がしっかり

とわかっていないといけないというふう

に思います。

　このＬＤに関しては、コミュニケーショ

ン能力には何も問題がない子どもである

にもかかわらず、文字の読み書き、それ

から計算ができないというような子ども

たちであるというふうに位置づけられて

いるんですけれども、そこをサポートす

るのに、データがないというのはどうい

う体制で連携をとっているのかなという

ことが疑問に感じられるところでござい

ます。

　例えば、AＤとか、ＨＤという部分で

すと注意欠陥でございますので、落ちつ

きがなくなって、見た感じから行動がはっ

きりとしておりますけれども、そこの部

分に関しての分類分け、子どもに対する

分類分けというか、言い方があれですね。

この子はどういった発達障害であるかと

いうところは、しっかりと理解して、ど

の部分が一番多いのかということはデー

タとして持っておかないと、学校との連

携がとれないというふうに思います。

　特に、学校で発達障害に対するグレー

ゾーン、これ何度も言っていますけれど

もグレーゾーンが非常に多い。発達障害

かなというところで、先生たちが発達障

害の検査を受けてくださいということで

受けられました。発達障害の検査も大分

早くなったんですかね、私はわからない

ですけれども。非常に長いこと待たされ

る。親の気持ちを考えると、自分の子ど

もが本当に障害なのかなという不安を持

ちながら待っているわけです。発達障害

の検査を受けました。回答が来るまでに

も時間がかかるという状況が、今現状で

もあると思います。

　それに対して、家庭児童相談室で発達

障害の検査を受けました。学校から言わ

れたにもかかわらず、学校との連携とい

うのをどのようにとっているのか。学校

は、行かしたらそれでおしまいなのか。

それともちゃんとフィードバックをして、

その子たちがＬＤなのか、ＨＤなのか、

そういった分類がちゃんとわかって対応

されているのかというところが疑問に感

じているところでございますので、ご答

弁いただきたいなと思います。

　親の気持ちから考えますと、受け入れ

られないという気持ちが非常に多い。自

分の子どもはそんなんじゃないだという

思いを持って、例えば、そういう指導教

室なんかにも行く、親御さんがなかなか

決断をしていただけないというのも現状

でございます。決断はしたけれども、そ
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の学校の施設が入れないというような状

況も現実だと思います。ここを市として

は今どう考えているのか。今、一番件数

も多いですし、それから相談も多いとこ

ろだと思います。

　幼児期に、この障害がある子どもたち

というのは二次的な障害が必ず出てきま

す。ひきこもり、それから不登校、こう

いったものが直結しないにしても二次障

害として出てきているのが現実でござい

ますので、今後、対応していかないとい

けないと思います。これがふえていくこ

とによって、将来的に、その二次障害が

出てくるということを学校側もしっかり

とわからないといけない。真剣に考えて

いかないと、これからも、どんどんどん

どん不登校もふえていく現状になるんで

はないかなという懸念がございますので、

どう考えているのか、ご答弁いただきた

いと思います。

　それから、日本スポーツ振興センター

負担金でございますけれども、今、ご説

明していただいたとおりＰＴＡの会費か

ら４校出ているということでございます。

ＰＴＡの会費で、もちろん決算で上がっ

てきているんですけれども、学校の先生

たちが、この日本スポーツ振興センター

の負担金についてしっかりとご理解をし

ているのかどうか。学校から引き落とし

になっている状態であれば、この保険に

関してはご理解いただけると思うんです

が、ＰＴＡから引き落としになっている

と、任意でかけているのかなという部分

にしか見えかねないような状況だと思い

ます。

　先生方が、日本スポーツ振興センター

の負担金の２分の１は保護者からいただ

いて、２分の１は市から補助をいただい

ている。そして子どもたちに何か起こっ

たときには、こういった事務報告書で支

出に関してもしっかり上がってくるとい

うことも認識していただかないといけな

いと思います。

　非常に支出が多いというふうに見てい

たんですけれども、日本スポーツ振興セ

ンターのこの保険に関しても、先生方に

周知をしていただく。ＰＴＡは、１口９

０円でＰＴＡ安全保険をかけております。

これに関しては任意でＰＴＡがかけてい

るという保険であると思いますので、こ

のあたりもきっちり精査していかないと

いけないというふうに思います。

　それと、今、ご説明いただいた小中学

校、幼稚園、保育園、各それぞれ、９２

０円、４７０円、３５０円という負担金

の説明をいただきました。この事務報告

書には、小学校、中学校、幼稚園しか載っ

ておりません。保育園が載ってないんで

すけれども、この保育園の部分に関して

は、ゼロなのか、それとも実際あるのか

ご説明いただきたいと思います。あえて、

この部分は載っていないということでご

確認いただきたいと思います。

　それから、８８ページの母子家庭自立

支援事業でございます。

　アンケートをとっていただいて、パー

ト、アルバイトがどれだけか、正社員の

方がどれだけか、派遣がどれだけかとい

うこと。それから、ご説明いただいた中

に、就業につながっているのかというと

ころの部分も含めて、７件のうち６件、

資格を生かした就業をしているというこ

とで、非常に、これを受けた方に関して

は就業につながっているんだなというこ

とがわかりました。ということは、やは

り、これを受けていただけるようなＰＲ

をもっとしていくべきではないかという

ふうに感じました。

　パート、アルバイトで子育て中のお母

さんというのは、参観日があったりとか
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で、正社員で働くのが難しいということ

でございます。以前、私、議会でも申し

上げましたように、働くお母さんたちが、

そういった行事には休ませていただける

ような摂津市内の会社の提携なんかも必

要なのかなというようなお話もさせてい

ただいたことあると思うんです。こういっ

た、今、母子手当の中だけではなくて一

生懸命自立をしようとしているひとり親

家庭の方たちには、しっかりと支援をし

ていって、就労につなげていく作業をしっ

かりとやっていかないといけないなとい

うふうに思います。

　なおかつ、これに対して付随でござい

ますけれども、この自立支援をしている

お母さん方の家賃というのは、非常に問

題になっているところで、私も物すごい

相談を受けるんです。母子になったんだ

けれど、今まで住んでいたところでは住

めない。例えば、家賃が８万円、７万円

というところに住もうと思うと、なかな

か難しいというのが現状です。先日も、

５万円以下で、子どもが３人とか４人い

るとワンルームというわけにもいかなく

て、２ＤＫでも狭いんです。大阪の府営

住宅も優先で入れていただけるような状

況でございますけれども、それでももっ

と安いところに住みたいとおっしゃるの

が現実です。働いている金額、またいた

だいている金額、子どもの数、こういっ

たものも含めて、非常に生活がしんどい

ということは現状です。だからこそ、頑

張って働いていただく。働くときに、今

の制度としては、子どもをしっかりと預

けていける学童を確保していく。全て連

携していると思いますので、全体的な流

れとして、まず、お金がないと生活がで

きないわけでございます。ここが基本ベー

スと思いますので、この自立支援をしっ

かりとＰＲしていただいて、何とか就労

につなげていく。小さいお子さんをお持

ちの方も大変だと思いますけれども、就

労していくことをつなげていくような部

分をしっかりと推進していっていただき

たいというふうに思っております。

　これは要望とさせていただきたいと思

います。

　それから、豊かな人間性をはぐくむ取

組み推進事業でございますけれども、ご

説明いただいて、いろんな努力をしてい

ただいていると思います。先ほど、規範

意識の部分もしっかりと教育していくと

いうようなところでもございます。

　子どもたちにもしっかりと教育してい

かないといけないんですけれど、先日、

私がお話を伺ったのが、ローソンで中学

生のお子さんを連れたお母さんがいらっ

しゃった。おなかが大きいお母さんと、

中学の学生服を来て一緒に入ってこられ

たんですけれども、お母さんがたばこを

買われた。そのたばこを、外で子どもに

渡して、制服のまま吸っていた、ローソ

ンの前で。正直、親が渡しているという

現状が実際あるわけです。そういった事

例を目の当たりにしたときに、やはり子

どもにももちろん規範意識が必要だと思

うんですけれども、たばこを吸わないよ

うにというプリントはおかしいと思いま

すけれども、法律的に間違っていること

なんで。でも現状として、もっと身近に

沿った取り組みも必要なのかなと。いろ

んな道徳教育の資料や府からいただいて

いる研究事業とか、指導方法とか、いろ

いろ考えていただくのはいいんですけれ

ども、今実際に、子どもたちの学校で起

こっていること、それからここが足りな

いと思っていることを摂津市独自の、オ

リジナルの材料でやっていかないといけ

ないところもあるんではないかというふ

うに思っております。
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　この間も、たばこに関しましては学校

内で吸っていたのがやっとおさまったと

いうような現状があったり、校門前でた

ばこの灰がたくさんてんこ盛りになって

いて、地域の方々が吸い殻の掃除をして

いるという現状もある中で、いろんなこ

とをやられるのはもちろん大切なことだ

と思いますけれども、現実に沿った摂津

市ならではの取り組みも必要になってく

るのかなと、私はそう思っております。

さらなる豊かな人間性をはぐくむ取組み

というのは、いろんな角度から、たくさ

んの幅の広い取り組みができると思いま

すので、こういった補助金が出ている部

分があると思いますけれど、そういった

ものを活用しながら、自尊感情を高めて、

学校と家庭と地域が一体となった取り組

みを進めるというのがこの趣旨だと思い

ますので、そういった方向で取り組んで

いただきたいというふうに思っておりま

す。

　これは人権の問題にもかかわっている

んですけれども、いろんな自尊感情とか

人間関係を高める、先生たちの教育も一

生懸命やっている、子どもたちにも自尊

感情をしっかりと芽生えさせるという中

で、先日の修学旅行のしおりの中に平和

教育の資料がございました。その平和教

育の資料の中に一つだけ添付しているん

ですけれども、｢かつて日本は、アジア

の国々に攻撃を加え、多くの人たちに被

害を与えました。特に、朝鮮では無理や

り土地を奪い、力で抑えつけ日本に連れ

てきて、鉱山や工場やダム建設などで働

かせました。それだけでなく、言葉や名

前まで奪ったのです。｣というような、

こんな資料がしおりの中に入っているん

です。これ見たときに、私は子どもたち

がどう思うのかなというのを疑問に思い

ました。僕たち日本人は、非常に悪いこ

とをしたんだなというふうな自虐史観に

感じる。自分たちを誇りに思えないんじゃ

ないかなというふうな記述だと、私はと

りました。これに関して教育長はどのよ

うにお考えなのか、お聞かせいただきた

いと思います。

　それから、教育委員会事業については、

先ほど教育長がおっしゃっていただきま

したので、またそれは検討としていただ

きたいと思います。よろしくお願いしま

す。

　それから、音楽祭開催事業でございま

す。先ほど登阪部長から、市内で、いろ

んな団体にもということでございます。

これだけは要望しておきたいと思うこと

がありまして、中学校の卒業式、入学式

のときにブラスバンドの方が来られてい

るんですけれども、ほかのものに関して

は楽器を弾いてらっしゃるんですけれど、

国歌に関しては全く演奏をなさらないん

です。ですから、教えろ、教えないとい

うのはクラブの担当の先生もいらっしゃ

るので、教えろとは言いませんけれども、

そこだけを弾かないというのは不思議な

感じがしますので、今後検討していただ

いて、同じ来ているんだったら全て弾け

るものに関しては披露していただきたい

というふうに思います。要望とさせてい

ただきます。

　それから、学童保育事業でございます。

先ほど、学童保育連絡協議会に関して、

役員を構成して市の交流と懇談会が行わ

れているというご答弁をいただきました。

この懇談会というのは、市のどなたと行っ

ている懇談会なのかということと、この

懇談会の中のことが何か反映できている

のかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　この団体は、保護者からお金を集めて

いらっしゃいます。その決算書を見せて
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いただきましたけれども、この学童保育

に関して、直接何かかかわっているのか

なというところが非常にわかりにくいと

ころでございます。市と懇談会をするこ

とによって、市がその団体の検証か何か

をいただいて、それが学童保育に反映し

ているのかどうかというところ、お聞か

せいただいていいでしょうか。

　特に、学童保育の任意なのか、団体と

してどういう取り扱いをしているのかと

いうところもあわせて、お聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、こども会育成事業でござい

ますけれども、先ほど減少傾向をたどっ

ているということでございます。自治会

以上にこども会はなかなか入っていただ

けないという現状は、私もよく知ってお

ります。

　その中で、以前も申し上げたんですけ

れども、こども会や自治会に入りたくな

い要因の一つとして、こども会にも入ら

ない、こども会に入ってもいいけれど自

治会には入りたくない、こういった連鎖

の反応がありまして、あるこども会では

こども会に入っていないけれども、こど

も会の役員だけは回ってくるというよう

な現状があって、何でこども会の役員を

しないといけないんですかというような

相談があったんです。今も現実そのまま

で、こども会に入っていない。

　なぜ、こども会に入らないのという理

由を聞くといろいろあるんですけれど、

こども会の活動が各自治会によっても全

然違うんです。人数も違えば、やってい

ることも違う。例えば、私が入っている

鳥飼地域は非常に数が多いので、バスに

乗ってひらかたパークに行ったり、スポッ

チャに行ったりとか、楽しい取り組みが

あったりするので、わりとこども会に入

る数が多いですけれど、少ないところと

いうのは、１年に１回、図書カードを渡

されるだけなんですというようなところ

もあるんです。

　そうなってくると非常にばらつきがあっ

て、こども会はこっちに入りたい、みた

いな人も出てきている中で、そういった

現状を声としてお聞きになって、それに

対して今後どのように対応していこうと

しているのか。また、現状がわかってい

なかったのか。それとも、こども会の意

義として、このスポーツ大会も年々減っ

ていっているわけです。参加の加盟のこ

ども会もなくなっていますよね。だんだ

ん縮小傾向にある中で、何とか盛り返す

努力を市としてはやっていくのか、それ

ともやっていかないのか。こども会は、

もうそのまま、もういいんだというよう

な位置づけなのかというところも含めて、

お答えいただきたいと思います。

　それから、摂津ふれあいマラソン大会

でございます。

　今の方向性ですと、たくさんの方々を

市内、市外問わずにマラソン大会に募集

しているのが、平成２２年からです。他

市の方たちにとりましては、無料でやっ

ているマラソン大会だということで、一

般じゃなくて子どもたち。子どもたちは

無料でやっているということと、他市の

方たちは５００円なのでマラソン大会と

しては安いんです。大阪マラソンが何万

円もする中で、５００円でマラソン大会

に参加できるというのは非常に安い。た

だ、たくさん受け入れるのは構わないと

思うんですけれど、受け入れれば受け入

れるだけ、市役所や実行委員会の負担と

いうのはふえていくわけです。補助金が

８０万円で運営されているわけなんです

けれども、その前日の費用の職員の人件

費等も含めて、業務委託で、そのあたり

をなかなか話せない状況で運営がなされ
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ている状況だというふうに見受けられる

んです。

　昨日もふれあいマラソンの会議がござ

いまして、お金をとっていこうか、もっ

と頑張ってふれあいマラソンを盛り上げ

ていこうかという中で、よくよく見ます

と一般の方々の参加料５００円で、昨年

どれぐらいの実績とがあるかわからない

んですけれど、実行委員会に入っていて

計上されているのかなと思いきや、実行

委員会の中に入っていないんです。市に

差し戻しになっているわけです。となる

と、実行委員会が何かをしたいと思った

ときに、たくさんの方々を一生懸命集め

たとしても、実行委員会には５００円の

参加料は入ってこないんです。だから頑

張っても、頑張らなくても一緒だと言う

ふうになるんですが、この５００円に関

して、なぜ市に差し戻しをしているのか

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、地区市民体育祭の補助金で

すけれども、１，２００人近いところと、

２，７６４人しかいないところの金額の

差はないんだなということがわかりまし

た。

　この基本ベースのあり方も、考えてい

かないといけないと思います。特に、南

千里丘のマンションができて、摂津小学

校区は参加率も高いですし、子どもたち

もたくさん来られてました。その中で、

基本ベースが同じで、これだけの差があ

ることになると、どこか不公平なところ

もあるのかなというふうに思います。

　例えば、自治会の加入の人数によって

差をつけていけば、自治会の加入率が今

減っている状態ですよね。もっと頑張っ

て、自治会に加入してよというようなきっ

かけにもなるのかなと。今、基本ベース

が同じで、ほんの少ししか差がなかった

ら、入れれば入れるだけ、金額的に足ら

ないのかなという感じもします。補助金

をいろんな景品に使ってはるところもあ

ると思うんです。

　ここを何とか、自治会の加入率を上げ

る一つの政策の一端として、何か方策を

考えていただけないかというふうに思い

ますが、そのあたりを検討されたことは

あるのかどうか伺います。

　危機管理マニュアルについてでござい

ますけれども、危機管理マニュアルの作

成の進捗状況をお聞かせいただいている

ので、あちこちやっていますとはおっしゃっ

ていただいたんですけれども、よくわか

りません。

　去年の一般質問でお話しして、防犯カ

メラをつけていただいて、それから危機

管理マニュアルについてのご返答をいた

だいておりますので、そういった取り組

みをどういった会議で検討委員会が立ち

あがっているのか。それから、学校の中

で、そういった提案がなされているのか

ということも含めて、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、修学旅行についてでござい

ますけれども、ご説明いただいたように、

若干金額が高くなっているというような

ことでございます。鳥飼小学校で言いま

すと、広島に行って、その日は広島に泊

まるのではなくて、岡山で泊まっている

という現状です。値段云々というよりも、

そこまでして広島に行かないといけない

理由が、私にはやっぱり納得がなかなか

できないところだと思います。保護者の

方々にアンケートをとっても、なかなか

出てこないとは思うんですけれど、何で

そこまでして広島に行くのかなという声

は正直聞いております。ほかにも、選択

肢があると思うんです、広島だけじゃな

くて。新幹線に乗って広島に行って、ま

た帰ってきて岡山で泊まる。
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　行程を考えますと、地びき網をしたり、

楽しいイベントをいっぱいさせていただ

いていると思うんですけれども、何のた

めに広島まで行ったのか。平和教育のた

めに行きましたというんであれば、現地

でもっといろんな活動ができると思うん

ですけれども、その日に引き返してきて、

次の日に岡山でそういったイベントをし

ている。これだと、なぜ広島に行ってい

るんですかという明確な説明ができない

と思うんです。

　摂津市内の全小学校が広島に行ってお

りますけれども、茨木市は違うところに

行ってたりするので、そこまでの行程を

考えて、もう一度、なぜ広島にわざわざ

行っているのかということも含めて考え

ていただきたいというふうに思っており

ます。

　現状としまして、保護者にアンケート

を出しましたけれども、保護者の方たち

は子どもたちが楽しければどこでもいい

という感覚なんです。子どもたちが楽し

ければ、いろんな考え方があると思いま

す。さっき言ったように、荷物を運んで

もらっていて楽やからいい。本来、自分

の荷物は自分で運ぶというのが、教育に

必要なことではないかというふうに思っ

ているんです。それをバスが運んでくれ

るから、何でも人がやってくれるから、

お膳立てできている。もう、重い荷物を

持って修学旅行に行ったなという思い出

とか、そういったことが欠けているんじゃ

ないかなって思いますし、もう一度、改

めてお聞かせいただきたいのは、なぜそ

こまでして広島になったのか、こういう

行程であるにもかかわらず。ここをもう

一回お聞かせいただきたいと思います。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４６分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。それでは、

休憩前に引き続きまして、認定１号所管

分の審査を継続します。

　答弁から、小林部参事。

○小林次世代育成部参事　こども教育課

にかかわります４点について、ご答弁さ

せていただきます。

　まず、１点目、病後児保育事業につい

てでございますけれども、大澤委員さん

がおっしゃいますように、働く親にとり

ましては、やはり、病児病後児の子ども

さんを抱えられる保護者の方にとって心

強い事業と考えております。

　平成２５年度の利用の人数は１７名で

ございましたけれども、平成２６年度は

１０月現在２１名の利用となっておりま

して、現時点で昨年実績を上回っている

状況にはございます。

　委員、おっしゃいました体調不良児対

応型につきましては、病児病後児保育事

業の事業累計の一つとして位置づけられ

ておりまして、子どもさんが保育中に微

熱を出すなど体調不良になったときに、

安心かつ安全な体制を確保する事業と認

識をしております。

　現在、私どもで取り組んでおります子

ども・子育て支援事業計画においても、

病児・病後児保育のニーズに対する供給

体制の確保という項目もございます。

　認可保育所、従来の保育所への呼びか

けはもとより、現在の利用状況、利用実

態を踏まえ、また、地域的なバランス等

も考える中で、子ども・子育て会議の中

で検討、議論していきたいと考えており

ます。

　それと、一時預かり事業の周知でござ

いますけれども、現在取り組んでいたい

だております民間保育園、それと公立保

育所では、子育て総合支援センターで取

り組んでおりますけれども、それぞれの
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施設の掲示板、また、独自のチラシ等を

つくっていただいて、ＰＲをしていただ

いております。

　また、市におきましても、市のホーム

ページの中に、せっつみんなで子育てねっ

とというバナーをはっておりますけれど

も、そこに掲載をしております。

　子育て情報誌でありますせっつみんな

で子育てガイド、この中にも掲載してお

りますし、つどいの広場を紹介した冊子

も用意しておりますけれども、その中に

も一時預かりについて掲載をしておりま

す。

　それと、保育所入所に申し込まれた方

で、残念ながら待機となられるような状

況の方におかれましては、実施施設とか、

内容を書きました一時預かり事業のお知

らせといったチラシを配布いたしまして

周知しております。

　次に、保育士等処遇改善事業でござい

ますけれども、この制度は国の保育士等

処遇改善臨時特例事業として、臨時的な

措置として、平成２５年度から取り組ん

でおるところでございます。

　平成２７年度から新しく子ども・子育

て支援新制度が始まります。この制度の

中では、従来から保育所運営費の中に含

まれておりました民間施設給与等改善費

というのがございますけれども、それと

合わせて保育所に対する施設型給付の加

算部分として位置づけられる予定とお聞

きしております。

　各保育園におかれましては、臨時的な

措置ではなく安定した財源確保になりま

すことから、保育士さんの処遇改善、ま

た保育士さんの確保につなげていただき

たいと考えております。

　それと、事務報告書の２９３ページ、

日本スポーツ振興センターに係る災害給

付申請件数及び給付金にともないます保

育所の実態でございますけれども、保育

所につきましては、平成２５年度１７件、

２５万６，９５０円という金額でござい

ました。平成２５年度に記載はされてお

りませんけれども、従来のスタイルを継

承したものによるものでございまして、

平成２６年度からはこども教育課の所管

事務の一つとして、幼稚園、保育所等の

実績等について記載をさせていただく予

定でございます。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課にかかるご質問にご答弁申し上

げます。

　まず、１点目、ファミリーサポートセ

ンター運営事業についてでございます。

　この事業につきましては、さまざまな

情報提供をしていくことが必要であると

いうふうに感じておりますけれども、一

般的な意味で子育てに関する情報につき

ましては、委託先の社会福祉協議会でも

していただいているところでございます。

　ただ、委員ご質問のＮＰＯさんとの連

携という部分ですけれども、残念ながら

今のところ十分に情報提供等をできてい

ないという部分があるというふうに認識

しております。

　今後につきましては、子育て情報の提

供ということで、どのようなことが可能

なのか検討してまいりたいというふうに

考えております。

　また、会員がなかなか増加できていな

い理由ということですけれども、やはり、

周知の問題が大きいかというふうに考え

ております。

　先日、委員会の中でご質問がございま

したように、今後とも十分に、さまざま

な機会を捉えて周知をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

　次に、家庭児童相談室運営事業につき
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ましてのご質問にお答えいたします。

　家庭児童相談室では、いろいろな保護

者の方からの悩みに対しまして、それに

応じた相談をしてまいっております。場

合によっては、発達検査も必要に応じて

してきているところでございます。

　また、その発達検査の結果、どのよう

な力がその子どもさんの中で弱い部分な

のかというような分析も行い、それぞれ

個々の子どもさんに対する必要な支援を

考えて、保護者の方、また学校等にフィー

ドバックをしてきているところでござい

ます。

　ただ、ご質問のありましたＬＤなどの

分類につきましては医師の診断によるも

のとなるため、発達検査で判断できるも

のではないということで聞いております。

　保護者がご希望されれば、専門の病院

等をご紹介をさせていただいてきており

ます。

　また、その結果が出た場合につきまし

ては、今後のフォローのためにその結果

を家庭児童相談室にもいただきたいとい

うことで、ご案内をしているところでご

ざいます。結果をいただけた場合につき

ましては、保護者の同意を得た上で、関

係機関にもその内容を返していくという

ようなことをしているところでございま

す。

　引き続きまして、学童保育室の保護者

会についてのご質問にご答弁申し上げま

す。市との懇談会のことでございますけ

れども、昨年度は７月に１回開催をして

おります。市側の出席者は、私を初めと

して学童保育室の事務局が出席をしてお

ります。

　その中で、先ほどご質問のありました

延長保育の問題であるとか、また土曜日

保育を実施してほしいといったこと、ま

た施設の改修をしてもらいたいといった

こと、備品を購入してほしいといったこ

となどをお聞きしてきております。

　その中で現在の状況をご説明して、今

後の見通し等をお答えできる範囲でお答

えをしてきているといったやり取りをし

ております。

　それと、団体の設立として、任意なの

かどうかというご質問がございましたけ

れども、これはあくまで任意としての団

体として設立をされているというふうに

認識をしております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　危機管理マニュア

ルに関しましてご答弁申し上げます。

　学校教育課と昨年度は児童相談課もご

ざいましたが、教育委員会で緊急地震速

報が発令された場合ですとか、洪水や集

中豪雨発生時の対応、あるいは落雷発生

時の対応、それから不審者侵入時の対応

等につきましては、モデルを作成いたし

まして、既に学校には示しております。

　学校は、各学校の実情、マニュアルが

ございますけれども、これらを参考に学

校に合わせたマニュアルを作成すること、

また見直しするということになっており

ます。

　今後、さらに問題行動発生時でありま

すとか、食物アレルギーの発作等が発生

した場合について、さらに受け加える、

それから、いじめ等につきましては今年

度、全ての学校でいじめ防止基本方針を

策定いたしましたので、それらを含めま

してマニュアルを一つのまとまった形に

できないかということで、現在、検討中

でございます。

　それから、中学校の不審者侵入に関し

まして、受付員のいない中学校について

の対応でございますけれども、今年度、

中学校の校門に、職員室等にモニターを
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置きますオートロックの設置を考えてお

ります。現在、第四中学校で間もなく工

事に入る。それから第三中学校、第五中

学校については、見積もり中でございま

す。一中、二中につきましては、来年度

の予定でございます。

　まず第四中学校ができるのですけれど

も、そのようにオートロックについての

どういう対応をするかという基本的な考

え方を協議してつくってまいりたいと考

えておりますが、各学校によりまして構

造が違いますし、門の数も違いますので

市教委として基本の方針をまずつくりた

いなと思っておりますが、実際の運用面

については、また学校と協議しながらと

いうことになろうかと思います。

　ただ、その基本の方針をつくるに当た

りましては、まず一番初めに設置されま

す第四中学校と、実際のところいろいろ

協議しながらモデル的につくってまいり

たいなというふうに考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　それでは、修

学旅行についてのご質問にお答えいたし

ます。

　現在、本市小学校は平和教育の一環と

して、６年間の平和教育の積み重ねとし

て、あるいは予算的な面の兼ね合いから

修学旅行の目的の一つに平和学習を置き

まして、広島の平和公園への訪問を中心

とした行程をつくって実施しております。

　修学旅行の目的については、自然体験、

あるいは集団行動、集団生活、こうした

学習指導要領でも示されておりますもの

を目的としております関係上、特に自然

体験のプログラムの実施場所によって、

宿泊先が広島から岡山周辺まで広くわたっ

ております。

　修学旅行は、学校行事でございますか

ら、その行き先、行程、これは最終的に

は学校が責任をもって決めるものではご

ざいますが、当然、保護者の意向、意見、

それから学校の特色、地域の実情なども

参考にしながら絞りこんでいくものでご

ざいます。

　ただ、必ずしも平和学習を修学旅行の

目的の一つに設定する、そうした縛りは

ございませんし、決まりもございません。

　いろんな設定の仕方は、修学旅行等の

学校行事においてもそうですけれど可能

だと思っております。

　この間、文教常任委員会でご指摘をい

ただいたところから、業者選定のあり方

については改善に努め、特に平成２５年

度から複数の業者が小学校においては参

入し、複数業者の利用が続いております。

　修学旅行の目的、行き先も広くいま一

度検討してみる機会ではないかと、私自

身も考えております。各校が十分練った

上で、あるいは保護者のアンケートも参

考にしながら、基本的なプラン、業者に

提出する前の行き先、目的等を練られて

いるならばいいのですが、もしそこに前

例踏襲的な流れが発生しているなら、こ

れは教育委員会としても指導するべきも

のであると考えております。

　先ほどご指摘のあった、保護者は漠然

としたアンケートなどでは答えにくいと

いったご意見、ご指摘なども情報提供し

ながら、改めて目的、行き先も含めて検

討するように各校にアドバイスしていき

たいと思っております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、こども

会の件につきましてご答弁させていただ

きます。

　まず、こども会の現状の把握につきま

してでございますが、摂津市こども会育
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成連絡協議会と密に連携を行い、また情

報共有を行うことによりまして、単位こ

ども会の問題点や現状の把握を行ってお

りますほか、平成２２年には自治会、平

成２４年には各こども会にアンケートを

とらせていただきまして、現状や問題点

の把握を行っているところでございます。

　続きまして、今後のこども会につきま

してでございますが、市といたしまして

は、こども会は、子どもの生きる力を育

むための有効な集団活動の場であると考

えております。そのため、こども会の活

性化、加入率の向上が第一の目標である

と考えております。

　しかしながら、少子化、また共働き世

帯の増加など、こども会のみで地域にお

ける青少年育成活動を行うことは非常に

難しい状況にあると考えております。

　そこで、今後におきましては、こども

会を含めました地域における子育ての新

しいあり方を検討していく必要があるの

かと考えております。

　現状、先ほどこども会加入率５割を切っ

ているとご答弁させていただきましたが、

５割の子どもに関しましては、こども会

での活動の場が現在のところないという

現状でございます。

　そのため、こども会の類似事業といた

しまして、例を挙げさせていただきます

とこどもフェスティバルであったり、チャ

レンジャークラブなどのキャンプの活動、

また各種スポーツ大会など、こども会に

加入されていない方でありましてもさま

ざまな体験の場を得る機会を持っていた

だくというのは、行政として必要なこと

であると考えております。

　これにつきましては、行政だけではな

く地域であったり、またＮＰＯなどさま

ざまな団体のご協力の上、実施すべきも

のであると考えております。

　とにかく、ライフスタイルが非常に多

様化しております。こども会活動に参加

される方、もしくは参加されない方、い

ろいろな選択肢があると思いますが、全

ての子どもに対してそういった活動の場

というものは、必要であると考えており

ます。

　さまざまな選択肢を選択できるような

メニューというものを、今後、青少年健

全育成事業として実施していきたいと考

えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　文化スポーツ課

にかかわります、ふれあいマラソン参加

料の処理に関する２回目のご質問にお答

えいたします。

　ふれあいマラソンに限りませず、市が

主催いたします各種のイベントや教室等

におきまして、参加者がお支払いいただ

きます参加料につきましては、その事業

が委託の形を取っているか否かによらず、

全て市の歳入として処理することとなっ

ております。

　参加者数がふえれば、もちろんそれに

伴って実施する側の負担もふえることに

なるのですけれども、参加料は当該事業

が市主催のものである以上は、どうして

も市の歳入として処理しなければならな

いことをご理解願えればと存じます。

○安藤薫委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　地区市民体育祭実

施補助金につきまして、お答えいたしま

す。

　地区市民体育祭でございますけれども、

今年度で２４回目を数えております。先

週を持ちまして、台風もございましたが、

無事日程を終了いたしております。

　そこで、この体育祭補助金でございま

すけれども、地区別人口に比べて補助金
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の差が少ないのではないかというご質問

でございました。

　１回目、課長が答えましたように、こ

の補助金につきましては固定費とそれか

ら人口割り、変動費ということで積算い

たしております。

　体育祭につきましては、当然、全体の

開催に係る費用、それから参加人数によ

る費用、この２本立ての費用があると思

います。この考え方につきましては、必

要であるし、妥当なものであるというふ

うに考えております。

　この補助金の人口割りを増額するとい

うことになりますと、単純に増額できれ

ばいいのですけれども、この事業補助金

というものは市全体で削減の方向でござ

います。もし変更するとなると、この実

施補助事業費の中で割り振りを変えると

いうようなことになってこようかと思い

ます。

　一定、我々もこの２４回迎えておりま

すけれども、地区で開催いただきますと

きには、最初はやはり、イニシャルコス

トといいますか、そういったものもかか

るということで、固定費ということで一

地区４３万円ということで算定させてい

ただいて、現在は１割カットということ

で、３８万円の金額でお出しさせていた

だいております。

　２４回数えますと、そういう備品もそ

ろってまいりますし、一定、こういった

人口割りの分で、人口増加している地域

につきましては運営が難しいことになっ

てきているということも認識しておりま

すので、見直しをする必要があるという

ふうには考えております。

　しかしながら、先ほど申しましたよう

に、全体の事業費の中で割り振りとなる

と、単純にいきますと、半数は増額、半

数は減額というふうなことになってまい

りますので、このあたりは各実行委員会

のご理解を得ながらお話をさせていただ

くということになりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

　それから、委員ご提案の自治会加入数

に応じて配分したらどうかというご提案

でございますけれども、ご存じのとおり、

この地区市民体育祭につきましては校区

の住民全員を対象といたしておりますの

で、現在、その地区住民の人口割りで変

動費を配分させていただいております。

　したがいまして、単純に、この地区の

人口割りを自治会の加入数、それに置き

かえるということは、やはり困難である

というふうに考えておりますので、ご理

解をよろしくお願いしたいと思います。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　先ほど、小林部

参事が答弁しました事務報告書の日本ス

ポーツ振興センターに係る記載に関連し

まして、ご答弁させていただきます。

　委員ご指摘のように、当該の記載につ

きましては、保育所についての記載はご

ざいませんでした。

　この件でございますけれども、教育委

員会におきましては、平成２３年度に保

育所、子育て支援にかかります業務が市

長部局から移管されることによる機構改

革、それから本年度も業務分担の見直し

によります機構改革を実施しております

が、この機構改革によります業務の統合

等につきまして、事務報告書の記載事項

に十分反映されておらず、従来の項目の

ままで推移してきたという経過、状況が

ございます。

　したがいまして、記載内容に業務間の

バランスがとれていないものがありまし

て申しわけございません。

　教育委員会といたしましては、平成２

６年度の事務報告書作成に向けまして、
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改めて機構改革後の業務分担に基づき事

務報告書の全ての記載内容を精査し、改

正作業を進めてまいりたいと考えており

ますのでご理解いただきたいと思います。

○安藤薫委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　歴史学習に関しての認
識ということでお答えしたいと思います。

　歴史学習におきましては、児童生徒が

歴史的な事象をさまざまな資料を活用し

て多面的、多角的に考察できる、そうい

う指導をしていくことが大切であると考

えております。

　ご存じのように、歴史的事象といいま

すのは、諸説ある場合も多いですし、ま

た時代とともにその解釈が変わっていく

場合もあろうかと思います。指導する側

としましては、そのことをきちんと認識

した上で指導しなければならないと思い

ます。

　小学校の学習指導要領には、先人の業

績やすぐれた文化遺産について、興味関

心と理解を深めるようにするとともに、

我が国を歴史や伝統を大切にし、国を愛

する心情を育てるようにすると記載され

ております。

　そのことからも、指導の際には児童生

徒に自虐的な感情を抱かせることなく、

史実を学べるようにすることが大切であ

ると考えております。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、３回目の

は要望ないし、もう一度質問がある部分

に関しては、再度、質問をさせていただ

きます。

　１番目の病後児保育の補助金の件です

けれども、現在、平成２６年度に関しま

して２１人ということで、ふえていると

いうことでございます。

　先ほど、ご答弁いただきましたように、

これに関しましては、今後も利用の方々

がふえていくような状況でございますの

で、しっかりとこれに対して、民間保育

所にも、きっちりとその辺の対応をして

いただけるように強く要望をさせていた

だいて終わりたいと思います。

　続いて、ファミリーサポートセンター

運営事業でございます。先ほど、ファミ

リーサポートの民間のＮＰＯとの協力と

いう部分に関しては、いまだしていない

ということでございますけれども、現在、

摂津市にありますＮＰＯのファミリーサ

ポートと同じ内容の業務をされていると

ころは、非常にたくさんの方々が依頼会

員として、また、その対応が本当に迅速

に、臨機応変に対応できるような仕組み

を取っていらっしゃって、一生懸命頑張っ

ている。しかし、市のファミリーサポー

トは、見たときに、なかなかこの活動に

対してしっかりとやっているようには見

えないというようなお言葉もいただいて

おりますので、カバーできるところはカ

バーをしながら、連携を取りながらやっ

ていただきたいと思います。

　特に、摂津市はＮＰＯの数が少ないの

で、そういった意味では頑張っているＮ

ＰＯをしっかりと市も支援しながら、サ

ポートしながら、協力体制をとりながら

やっていくことが、今あるファミリーサ

ポートをさらに向上させる一つの手段か

というふうにも思いますので、このあた

りの連携をとりながら、そして就業人口

がどんどん増加していくわけでございま

すので、子どもをもって働き続ける女性

にとっては非常にありがたい仕組みだと

いうふうに感じておりますし、やはりこ

の緊急時の対応に関しては、今後も課題

はありますけれども、しっかりとやって

いただきたいというふうに要望とさせて

いただきます。

　それから、先ほどの家庭児童相談室の
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運営でございます。申し上げましたよう

に、データがないということと、病院関

係で区分しなければならないというよう

なご答弁をいただいたのですけれども、

機関連携をとっていく、そして、また学

校側とそういった子どもたちに対する支

援という形になれば、しっかりと、明確

に発達障害に関しての区分をしたものを

学校にも提供しなければ、その子たちの

支援はしっかりとできないというふうに

思いますので、こういったところは、あ

る程度内々であってもオープンにしなが

ら、その学校との連携をしっかりと取ら

なければいけないところではないかなと

思います。

　もちろん、非常に重症というか、もっ

ともっと医療関係の支援が要るような方

たちというのは、そういったところにも

通われるでしょうけれども、ふだん、グ

レーゾーンと言われるような、なかなか

はっきりはしないけれども、恐らく、こ

ういう形で支援が必要だという部分に関

しましては、そういった学習の、例えば、

文字の読み書き、こういったところの支

援を学校にも伝えていってサポートしな

ければ、さっき申し上げましたように二

次的な障害、こういったところにつながっ

ていきますので、最終的にはひきこもり

や登校拒否、こういったところにつなが

るということを再三、私も言わせてもら

いますので、この辺は連携を取りながら

やっていただきたいと思います。

　最後に、もう一つ確認なのですけれど

も、この機関連携というのは、学校、保

育所などの機関連携に関しましては、ど

ういったことを、これについて行ってい

るのかということをお聞かせいただけた

らと思います。

　それから、日本スポーツ振興センター

の件でございます。小林部参事と登阪部

長からご説明いただきました。

　機構改革で保育所が入ってきたという

ことでございます。この部分だけすっぽ

り抜けているということでございますけ

れども、これが抜けているということは、

ほかも何か抜けているのではないかなと

いうことが考えられてくると思うのです。

　今、気づいていないけれども、この機

構改革によってしっかりと引き継ぎがで

きたりとか、それからあるべきものが入っ

ていないというような状況がないように、

もう一度、先ほどご答弁いただきました

けれども、精査して、漏れがないように、

もう一度、平成２６年度の決算のときに

はその落ち度がないような形で進めてい

ただきたいと思いますので、もう一度、

気を引き締めてやっていただきたいと思

います。

　いろんな意味で、機構改革をされると

弊害もある、メリットもデメリットもあ

り、また弊害も出てくるところもありま

すし、漏れもやっぱり出てくると思うの

ですけれども、そこを見つけるのも、私

は行政のしっかりとした仕事だと思って

おりますので、そういったことの漏れが

ないように努力していただきたいと思い

ます。

　それから、学童保育の件でございます

けれども、一定、理解はいたしました。

　そういった団体と、任意の団体だとい

うことでございますので、市との交流も

しっかりとやっていただけるということ

でございますけれども、ただ、保護者か

らお金を集めているということでござい

ますので、ご説明はしっかりとしていか

ないといけないのかなと思うのは、逆に

学童保育の協議会からお金を集められて

いると思っていらっしゃる保護者の方が

非常に少ないという現実があります。

　おやつ代にいっているのだろうとか、
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何となく払っているのですというような

ご意見が非常に多いのです。

　この内訳を見ますと、冊子にほとんど

のお金が回っているというような現実と、

あと駐車場代とか、そういったものにも

使われていると、保護者にも内訳はいっ

ていると思うのですけれども、しっかり

と見られている保護者はいないと思いま

すので、これは逆に市が集めているのだ

ろうというような認識を持たれている方

もいらっしゃるようでございます。その

あたりの精査はきっちりとやっていただ

きたいというふうに思います。

　民間委託の方向で進まれているという

ことでございますので、いろんな形で、

また、この辺の話が出てくると思います

けれども、学童保育というのは先ほどか

ら申し上げますように、働く保護者にとっ

ては非常にありがたい制度だと思います

ので、民間委託になってサービスが損な

われるようなことがないように、しっか

りと精査しながら進めていっていただけ

ればというふうに要望いたします。

　それから前後しますが、こども会の件

ですけれども、こども会の５割の子ども

たちが、こども会の行事にも参加できな

い、入っていない子どもたちは参加でき

ない、その分の穴埋めをこどもチャレン

ジャークラブでしていこうというような

ことでご答弁いただいたのですけれども、

もしそれをするならば、逆にいったら、

選べるというのではなくて、加入率の向

上が第一の目標ということだったら、こ

ども会の育成の事業をどうやってやって

いくのかということを考えていかないと

いけないというふうに思うのです。

　いろんな選択肢、チャレンジャークラ

ブのいろんなものはつくっていただくの

は一つだと思いますけれども、このこど

も会に入っていただく意味、なぜ、こど

も会に入ってもらいたいのかというとこ

ろが明確ではないと、保護者にも伝わら

ない、自治会に入ったらこども会に入ら

ないといけないみたいな暗黙の了解で思っ

ていらっしゃる方が、自治会に入らない

というような状況があると申し上げまし

た。

　自治会に入っているけれども、こども

会には入らなくてもいいのやとか、そう

いういろんな情報だけが出ている中で、

先ほど言いましたように、地域によって

もそのこども会の格差があると、そこを、

まず取り組んでいかないと、ほかの選択

肢をつくるのも一つだと思います。

　ただ、こどもフェスティバルをやって

います。でも、鳥飼の子たちって、こど

もフェスティバルをほとんど知らないの

です。学校から案内はいくのですけれど

も、いったことがないという人がほとん

どなのです。

　じゃあ、学校から配られているけど、

ちょっと遠いから、なかなか車がないと

いけないとか、バスに乗っていかないと

いけないからいかないとか、そういった

地域格差も出てきているのが現状でござ

います。そういった中で、こども会に何

で入らないといけないのかというところ

が、私も聞かれても物すごく明確に答え

られないのですけれども、そのあたりは

担当課としては、こども会に入ってほし

いと思っているのは何でなのか、こども

会が、今、加入率の向上が第一の目標と

いっているところには、コンセプトとし

て何があるのかというところを、ご答弁

いただきたいと思います。

　それから、摂津ふれあいマラソンの件

でございます。

　市の歳入に入っているということをご

答弁いただいたのですけれども、ほかの

団体も全部市の歳入に入っているのです
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か。

　逆に言うと、どれだけ一生懸命、この

委託した実行委員会が頑張ってたくさん

の人を呼び込んだとしても、補助金の枠

は変わらないわけですよね。

　去年もそうだったのですけれども、計

測器が壊れているのです。マラソン大会

をするのに５台必要なのですけれども、

まともに動くのが２台しかないという状

況です。この３台を買わないといけない

となったときに、市で買ってくれるので

すかという話になったときに、それを用

意していただけるのか。

　それとも、どういう仕組みになってい

るかわからないのですけど、その実行委

員会が啓発をしようと思ったときの費用

というのは、もうめいいっぱい使ってい

る状態です。

　内訳を見ますと、賞状やガンバの商品

もそうなのですけど、ガンバの商品でも

お金を払って買っているというような状

況の中で、いろんな企業で協賛してくだ

さいとか、例えば実行委員会が一生懸命

動いたとしても、その歳入が限られた枠

の中でやらないといけなかったら、たく

さん呼ぶだけ、それこそ本当に負担になっ

てくるような事業なのかというふうに感

じるのですけれども、そのあたりは仕組

みとしてそうなのですか。

　これは、もう何かで決まっていること

なのですか。市の歳入の中に入れてしま

うというのは。ご答弁いただきたい。

　先ほど、ご答弁いただいたのですけど、

今の現状としては、歳入に入っていると。

でも、絶対に歳入に入れないといけない

明確な理由をお答えいただけたらなと。

　関連だから入れているのか、それとも、

何か条例があって、そういうものに関し

て入れないといけないというのがあるの

か、教えていただきたいのです。

　それから、地区市民体育祭の件でござ

いますけれども、非常に難しいところで

はございますけれども、自治会に入って

いるか明確になるのは、防災訓練とこの

運動会かなと思っているのですけれども、

減額になるのか、ならないのかは別とし

ても、何らかの形で、その自治会の加入

率を上げる方法を、自治振興課も含めて

一緒になって考えていかないとあかんの

かなというところだと思います。

　先ほど、部長がご答弁いただいたよう

に、やっぱり見直していかないといけな

い時期にきているというふうに思います。

　だから、今回は大体の大枠を出してい

ただいたので、どれくらい差があって、

基本ベースがどれで、そこにどのくらい

の差があるのかというのを出していただ

いたので、これを見たときに、ふえた地

域はイメージ的にふえるけれども、そん

なに補助金が少ないところと変わらへん

やんという意見が出るのは、最もだなと

いうふうに思いました。

　だから来年度に向けて、少し考えてい

ただきたいというふうに、要望とさせて

いただきます。

　あと、危機管理の件でございますけれ

ども、全てそうなのですけど、不審者侵

入がありました。プールに入った事件が

ありましたけれども、そのことを思って

やっぱりオートロックにしないといけな

いということで、今、工事を始めていた

だいていると思うのです。

　そのオートロックに関しても、いろん

な危機管理マニュアルをつくらないとい

けないということも議会でお話をしまし

た。

　実際に、その危機管理マニュアルに関

しては、積み上げていかないといけない

というのも十分理解しております。

　だからこそ、進捗状況を私たち議会に
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も報告をいただきたいと思います。

　今、どうなっているのか、さっぱりわ

からないというような状況だと、例えば、

オートロックができていることがわかっ

ていても、そのオートロックに対して、

例えば、四中だと、こことここが校門が

あって、こういうところからも侵入して

くる可能性があると、それぞれ個々違う

と思うのですけれども、そういったこと

をある程度、基本ベースはこうですよと

いうことを報告していただきたいと思い

ます。

　問題行動発生時、これからもまたされ

ると思うのですけれども、そういったと

きには、ベースとしてこうです、そこに

いろんな学校のやり方をつけ加えるので

すというような、ベースだけでも、やは

り、これは委員長にも言いますけれども、

提出を求めたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。

　以上で、これは、要望としていきます。

　あと、修学旅行の件ですけれども、今、

おっしゃっていただいたように、修学旅

行の行き先も含めて、再度、検討してい

ただけるということでございます。

　平和学習がだめだと言っているのでは

なくて、夏休みの宿題で平和新聞をつくっ

てこいというような宿題が出されており

ます。まだ平和学習が、基本的に、その

途中の段階で平和新聞をつくるというの

は、かなりハードルが高いと思うのです。

　そういった流れもきっちりと把握した

上で、最終点で修学旅行で、こういった

勉強したことを、平和学習で落としどこ

ろを持っていこうというのだったらまだ

しも、それも何かなくて広島にいく、平

和学習をする、行きました、何か施設を

見ました、岡山に戻ります、イベントで

すというのでは、やっぱり、コンセプト

が違うのではないかなと。

　それに対して、なぜ、無理やり広島ま

でいっているのだということに、やっぱ

りなりますので、そういったところは、

もう少し、保護者の意見も先ほど聞くと

いう話をしはりましたけれども、検討委

員会をきっちり詰めて、子どもたちにど

ういった教育をしたいということも、しっ

かりとベースに持ってもらいたいと思い

ます。

　先ほど、私、荷物の話をしましたけど、

荷物を持って歩くというのも、子どもた

ちの教育の一つだと、もし、保護者の方

たちのそういう意見があるのであれば、

わざわざ荷物をバスで運ぶ必要なんか全

くないわけですから、できるだけ、保護

者の方に荷物は軽くして、洗い物も少な

くして、背負えるような形にしましょう

とか、幾らでも学校の中でそういった改

善は、私は、できると思うのです。

　だから、何を子どもたちに学ばせたい

かというところ、修学旅行って、例えば、

平和教育にいって、語りべの人たちに、

ぽんと投げているだけではなくて、子ど

もたちが修学旅行にいったときに、例え

ば、交通機関の乗り方のマナーを守らせ

る、こういったことも私は研修の一つだ

というふうに思いますので、トータルで

修学旅行の中で、どういった教育をして

いくのかということを、やっぱり考えて

いかないといけないのかなというふうに

思います。

　だから、行き先も含めてですけれども、

効率がいいとか、時間短縮であるとか、

そういったことに状況を置かない。

　それから、あと一つだけ、鳥飼小学校

のことで言いますと、子どものおやつを

まず集めたのです。子どもに、おやつに

名前を書いてくださいと集めているわけ

です。

　子どもにしたら、おやつに名前を書い
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て集められるねんと、新幹線の中で食べ

たらあかんから集めるのではなくて、例

えば、盗まれるとか、いろいろ意見はあ

ると思うのですけど、おやつを取られる

とか、でも、子どもたちが、そのおやつ

を管理するということも、これは一つの

教育だと思います。

　だから、これは、親からの意見で集め

たということは聞いておりますけれども、

何でもかんでも親の意見を聞いて、その

とおりに沿うというのではなくて、なぜ、

その前に子どもたちにしっかりとおやつ

は自分たちで管理をして、食べられる時

間はこれですよと言えば、そういった教

育はしっかりとできるはずなのです。

　そういったことも修学旅行の中には、

小さいことですけどたくさんあると思う

のです。

　そこも含めて、先生たちは大変だと思

いますけれども、せっかく一泊二日でい

く研修ですから、トータルに考えて修学

旅行という研修を遂行していただきたい

なというふうに思います。

○安藤薫委員長　幾つか要望になってお

りますが、質問について、答弁を求めま

す。

　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、こども

会に関して、そのコンセプト等につきま

してご答弁させていただきます。

　こども会につきましては、単なる青少

年活動ではなく、ある意味を持った組織、

もしくは活動であると考えております。

　２点ございまして、１点目は地域に密

着した活動であるということが言えると

思います。

　地域、特に、同じ小学校に通うような

子ども等で構成されているグループ活動

というのは、地域において活動するとい

うことは、地域における帰属意識を持っ

ていただき、ひいては郷土愛の醸成など

につながるものであります。

　単なる活動ではなくて、大人になった

ときの思い出などから、地域における郷

土愛、そういうものを醸成するものにも

つながるものと考えております。

　もう一点は、こども会活動につきまし

ては、こども会の自主的な活動であると

いうことが言えると思います。

　子ども自らが企画運営することで、自

立をうながし、また将来社会に出た際の

いきる力にもつながるものと考えており

ます。

　こういった中で、子どもに社会性を身

につけるといった意味もあると思われま

す。

　私も含めてですけれども、大人の方、

大体小さいころこども会で活動された方

が、非常に多いと思います。学校での思

い出もさることながら、こども会での活

動の思い出も後の人生にとって、非常に

大きい意味を持つものになると考えてお

ります。単なるイベントに参加するとい

うのではなくて、こども会という組織で

活動することについては、非常にその後

の人生にとって意義のあるものであると

考えており、行政といたしましても推進、

またこども会の活性化につきましては、

目標として、今後も推進していきたいと

考えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　市民ふれあいマ

ラソンの件でございます。

　委員おっしゃいますように、頑張って

も委託により実施しておられる実行委員

会が、インセンティブが働くような循環

がないのではないかということでござい

ます。

　確かに計測器につきましては、５台中
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２台しか動かないというような状況もご

ざいますが、当然、市主催で行っておる

行事に必要なものが機能しないといった

状況でお願いするのは望ましくないとい

うふうに認識しておりますので、そちら

の対応は、一定させていただく必要があ

ると思います。

　また、参加料の処理の問題でございま

すけれども、例えば、摂津市が主催をせ

ずに実行委員会が主催をされるイベント

として、摂津市がそのマラソン大会への

事業補助を行うといったようなスタイル

でございましたら、参加負担金は実行委

員会の収入として取り扱うことができる

のではないかというふうに考えます。

　ただ、しかしそうなりますと、実行委

員会には必然的にさらなるご負担を強い

ることになります。

　全てのふれあいマラソンの事業を実行

委員会にお願いさせていただきながら、

それに対する事業補助を摂津市が行うと

いう形になりますので、現行の状況のま

ま、市主催の大会として実施させていた

だくのがいいのではないかと、今のとこ

ろは、そのように考えております。

　ただ、参加者がふえまして、今以上に

ランナーが摂津市に多く集っていただけ

るというような状況になりましたら、当

然、実行委員会の皆様にもご負担をかけ

ますし、新たに予算増の対応もすること

も必要になってこようかと思います。

　ですので、教育委員会といたしまして

は、必要な予算の確保というのも合わせ

て意識として持っておく必要があろうか

と思っております。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　家庭児童相談室の

機関連携に関しまして、学校にかかわり

ます機関連携について、私からご答弁申

し上げます。

　個別の支援を要する子どもに関しまし

ては、委員がおっしゃいますように、非

常に保護者の受容でありますとか、いろ

んな本当にその子に応じた支援というの

は、きめ細やかにしていく必要がござい

ます。

　そのため、小学校に就学するときもあ

りますが、就学後も含めて丁寧な相談活

動を行っているところでございます。

　その相談活動の中で必要に応じて発達

検査をするときには、家庭児童相談室に

依頼をするというケースも多くございま

す。

　学校に関する特別支援にかかわりまし

ては教育支援課が所管しておりますこと

から、家庭児童相談室とよく連携をして

することもたくさんある現状でございま

す。

　密に本課の職員が家庭児童相談室に出

向きまして、個々のケースについての情

報などを連携を取りながら学校に返して

いくケースもございますし、家庭児童相

談室が直接学校にフィードバックという

形でしていただくケースもありまして、

それは個々に応じて一番いい形というこ

とで、フィードバックというのは行わせ

ていただいております。

　また、学校の保護者とか担任だけでは

なく、全体で支援するという必要が生じ

る場合には、学校におけるケース会議と

いうのを行いまして、その場にも教育支

援課の職員、あるいは家庭児童相談室の

スタッフが出向きまして、説明等を丁寧

に行うというような連携も行っていると

ころでございます。

　また、支援学級等の入級等にかかわり

ましては教育支援会議というのを開いて

おりまして、その会議には家庭児童相談

室のスタッフも毎回参加をするというこ

とで、専門的な立場、あるいは、発達検
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査の結果等も学校や受け入れに対して丁

寧な説明をする機会というのを必ず設け

ているところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　もう終わりなのです

けど、今、こども会の件に関しては、も

う一つ、こども会に入るたて前の意義は

物すごくわかるのですけれども、保護者

の方々がこども会に入るための何かＰＲ

がめちゃくちゃ弱いなというのが、今の

ご答弁いただいていても、こども会に入

らないといけないのかなと、私まで思う

ような感じに受けるのです。

　もちろん、その自主的な活動というこ

とで昔の子どもは、物すごくこども会に

一生懸命頑張っていたのだと思うのです。

こども会の中で、ソフトボールやキック

ボールとか一生懸命取り組んだりとか、

保護者も一体になってそういうことを取

り組んでいたのですけれども、今、どち

らかといったら、それ自体も衰退してき

ている中で、こども会に入ってもらえる

もう一つ何かこども会に入ってもらえる

異議のものを、何だか考えていかないと

いけないのかなというのがすごくあるの

です。

　言ってらっしゃることは物すごくよく

わかるのですけれども、一般の保護者の

方がこども会に入りたいと思う感じなも

のを、やっぱりある程度訴えかけていか

ないといけないのかなというのをすごく

思うのです。

　だから、今、答えは出ませんけれども、

今後、こども会の本当に加入率を上げる

というのであれば、ちょっと違った発想

で取り組まないといけないのかなという

ふうに思っています。

　従来の考え方では、全然加入率が見込

めないのかなというのが、今、私も聞い

ていて現状思いましたので、その辺は、

また、いろんな他市の事例も見ながら、

全国的に、もしかしたら加入率が物すご

い高いところがあるかもしれないので、

そういったところも調べていただいて考

えていただけたらなというふうに思いま

す。

　これで以上にしておきます。

　それと、ふれあいマラソンの件なので

すけれども、今のご説明をいただいて、

市におんぶにだっこなんだろうなという

ふうに本当に思います。現状は。

　ただ、そこの中で実行委員会の中で決

めたことを、それを本当にできるのかな

と、逆にきのうの会議だと、いろんな意

見が出ていたのです。さまざまなもっと

もっと頑張っていこうというような意気

込みで会議がなされたのですけれども、

そこに市としては、これは出せません、

あれは出せません、ここは出しますとい

うようなことを確認しながら進まないと、

きっといけないのかなということを非常

に感じたわけなのです。

　だから、今すぐに摂津市の主催から実

行委員会の主催に変わるかというと、非

常に難しいところがあると思います。今

の現状では、人員のこともありますし。

　だけど、やっぱり、今後、このふれあ

いマラソンに携わるスタッフの方々も含

めて、ずっとこの先も市が主導でやって

いかないといけないということになれば、

非常に大きな負担なのかなと。

　人数が来ればくるほど、いろいろ負担

なのかなというふうには物すごく感じる

ので、やっぱり、一定、摂津市の職員の

方も交えていきながら、これについては、

少しずつでも何らかの糸口、考えていか

ないといけないのかなというのはすごく

思いました。

　また、これについては、今後、考えて
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いくということで、このあたりにさせて

いただきたいと思います。

　最後に、教育長がご答弁いただいた件

を一つ忘れておりましたので、教育長と

しましては、自虐史観はできるだけさけ

ていって、子どもたちにしっかりと、い

ろんな考え方があっていいと思うのです

けれども、やはり、押しつけにならない、

間違った事実、こういったものはできる

だけきっちりと確認をしながら、何かの

資料一つ出すにしても、やっぱり気をつ

けていきながら、これが悪いと言ってい

るのではないのです、だめだと言ってい

るのではなくて、やっぱりそういったも

のをチェックしながら、教育長としても

目配りをしていただきたいなと思います

のでよろしくお願いします。

　以上で質問を終わります。

○安藤薫委員長　大澤委員の質問の中で、

危機管理マニュアルに関して、危機管理

マニュアルの進捗であるとか、オートロッ

クがこれから設置されていきますけれど

も、基本的なマニュアル、そういったも

のの報告を求められましたので、委員会

としても、そういったものが出てきたと

きには報告、提出をしていただくように

お願いをしておきたいと思います。

　大体皆さん質問終わられましたけど、

よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　それでは、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時２分　休憩）

（午後２時３分　再開）

○安藤薫委員長　討論に入ります。

　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　討論なしと認め、採決

します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

　お疲れさまでした。

（午後２時４分　閉会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　

　文教常任委員長安　藤　　　薫

　文教常任委員南　野　直　司
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